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＜�じめに＞ 

 

近年、首都直下大地震や南海トラフ大地震、またゲリラ豪雨等風水害�脅威が高まって 

いますが、もしそ�ような大災害が発生した場合、舞浜３地区居住者�舞浜小学校へ避難 

することになります。 

そ�際、学童・園児や避難者�「安全・安心」を確保し、円滑で秩序ある避難生活を行い、早 

期�生活復旧と授業再開を果たす為に�、避難者自らが参画・協力し、思いやりと譲り合い 

�精神で避難所運営を行うことが大変重要です。 

 

   しかしながら現状�、避難所運営�体制やマニュアルが未整備で、もしも�際に�避難所 

を的確に運営出来ない可能性があり、そ�整備が課題となっていました。 

３・１１東日本大震災に際しても、舞浜小学校で�約４００名強�避難者が有りましたが、自治 

会/自主防災組織�関与・協力出来ないまま、そ�運営�舞浜小学校教職員�みに担って 

頂く結果となりました。 

 

   こ�ような背景で、２０１３年２月より、市�要請�もと、舞浜ローズタウン自治会、パークシ 

ティ舞浜自治会、舞浜三丁目自治会が中心となり、市教育委員会、市総務部防災課、舞浜 

小学校、舞浜幼稚園�ご協力を得て『舞浜小学校避難所開設・運営マニュアル』�制定活 

動を進めてきました。 

 

   本マニュアル�、避難所運営�住民が主体となって進めると�視点で取り纏めるとともに、 

災害発生後、初動期対応�避難所開設から、生活をともなう避難所運営を迅速かつ円滑に

行う為�手順を、舞浜地区や舞浜小学校�現状に即して制定しました。 

また、避難所�迅速な立ち上げと運営に�平常時から�活動が最重要と考え、常設�「舞 

浜小学校避難所運営委員会」を設立し、活動を進めることとしました。 

 

  平素から本マニュアル�内容が、関係者、および舞浜地区３自治会／自主防災組織役員 

や住民に周知され、大災害発生に際して、整然と対処出来ることを心より願っています。 

 

 

２０１４年２月 

 

舞浜小学校避難所開設・運営マニュアル検討委員会 
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＜用語説明＞ 

 

   （１）時系列運営 

     ①初動期：（災害発生後～１日）・・・避難所を開設し、避難民を安全に受入れる時期 

     ②展開期：（２日～２週間）・・・・・・・・避難所運営委員会を立ち上げ、避難所生活 

                            を軌道に乗せる時期 

     ③安定期：（２週間～１ヶ月）・・・・・・・避難所を安定的運用する時期 

     ④撤収期：（１ヶ月～   ）・・・・・・・・ライフライン等が復旧し、日常生活が可能となる 

時期 

 

   （２）舞浜小学校避難所運営本部（略称：避難所運営本部） 

      ・災害発生時、舞浜小学校避難所を開設・運営する為�組織 

      ・初動期（災害発生後～１日）� 【初動期避難所運営本部】【初動期避難所運営本部】【初動期避難所運営本部】【初動期避難所運営本部】を立ち上げる。 

      ・展開期/安定期/撤収期（２日～約１ヶ月）� 【避難所運営本部】【避難所運営本部】【避難所運営本部】【避難所運営本部】を立ち上げる。 

 

（３）初動期対応メンバー 

      ・予め各自治会内で選任しておき、災害発生時�、舞浜小学校へ参集し、避難所開 

設・運営に参画する「キーメンバー」 

 

   （４）舞浜小学校避難所運営委員会（略称：避難所運営委員会） 

      ・平常時より、３自治会/自主防災組織で構成する組織で、舞浜小学校避難所に関わ 

る、運営体制維持や避難所マニュアル�維持・管理を行う。 

       また、事前準備に関わる、３自冶会/自主防災組織�協力・連携�場とする。 

・避難所運営委員会�代表、副代表�、各自治会より選任し、災害発生時に� 

『初動期避難所運営本部』『初動期避難所運営本部』『初動期避難所運営本部』『初動期避難所運営本部』 �本部長、副本部長に就任する。 

   

（５）災害時要援護者 

      ・ 「災害時要援護者」と�、必要な情報を迅速、かつ的確に把握し、災害から自らを 

守る為に、安全な場所に避難する等�災害時�一連�行動をとる�に支援を要 

する人々と定義し、「高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、災害時負傷 

者」を対象とする。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

第Ⅰ章 総論 

 

１． マニュアル策定方針 

 （１）マニュアル�作成目的 

    ◇「首都直下地震」等�大災害が発生した場合、舞浜小学校�地域住民�生命、及び 

身体�安全を確保する為�「一時避難場所」として使用され、時間�経過とともに、 

避難住民が寝食をともにする「避難生活�場」として�役割に移行する。 

    ◇舞浜小学校�、災害時�避難所使用を主目的としたも�でないことから、高齢者や障 

がい者等�災害時要援護者を含む避難住民に対して、運営面できめ細かい配慮を 

行うことが重要である。 

    ◇こ�為、避難住民に対して、【安全確保と安心生活�場】、【情報�収集・共有�場】、 

【災害時要援護者や女性に配慮】、【 住民�共助による運営】 を提供し、かつ安定 

的な避難所運営を実現すべく、『舞浜小学校避難所開設・運営マニュアル』を策定す

る。 

 

 （２）マニュアル�構成 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）マニュアル�特徴 

特 徴 内 容 

時系列構成 避難所�運営体制や必要な対応を、時系列にマニュアル化 

・初動期（開設） ・展開期/安定期/撤収期(運営) ・平常時活動 

利用者別構成 マニュアルを参照する人�立場に応じて、利用者別にマニュアル化 

 ①運営委員会管理者(行政・学校・自治会役員・運営リ-ダ- 

    運営を的確に行う為�背景、全体�仕組み、個別業務�相互

関係等を比較的詳細に示す。 

 ②運営作業班員（避難者�交替/当番制）  

   担当業務を円滑に実行する為に必要な活動要領を、わかり易

く、簡潔に示す。 

 ③一般避難者 

避難時にど�ように行動をすべきか、避難所生活で守るべき 

ルール・マナー等をわかり易く示す。 

避難所運営本部 
（管理者・班員） 
用マニュアル 

 
①マニュアル策定方針 
②避難所基本事項 
③避難所運営全体像 

①業務全体像 
②運営体制 
③活動要領 

①業務全体像 
②運営体制 
③活動要領 

①委員会活動 
②住民�事前準備 

①ルール・マナー 
②資料 
③フォーマット 

①マニュアル簡易版 

②避難所で�行動要領、 

守るべきルール・マナー 

②平常時に、災害発生・避難に備えて 

準備しておくべきこと 

総論 

避難所開設 

（初動期） 

舞浜小学校 
避難所 

開設・運営 
マニュアル 

一般避難者 
（地区住民）用 

マニュアル 
（簡易版） 

避難所運営 
(展開～撤収期) 

平常時活動 
(事前活動) 

資料・様式集 

運営管理者 

運営作業班員 

運営管理者 

運営作業班員 

一般避難者 

運営管理者 

運営作業班員 

運営管理者 

運営管理者 

 
＜主な利用者＞ 
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２．避難所�基本事項 

 （１）避難所�目的 

    ・舞浜小学校避難所�、浦安市が予め指定している避難施設であり、災害時に�、地区 

住民�「生命・身体�安全と安心�場」、「一時的な生活�場」を提供する。 

    ・災害発生時�、人道的見地から「帰宅困難者」�一時的避難場所として提供する。 

 

 （２）想定災害 

①首都直下地震 

     ・震度６強以上が見込まれ、建物損壊・傾き、余震対策、ガス漏れ等で避難が必要とな 

ることを想定する。 

     ・交通インフラ遮断により、舞浜地区で�３日間�公助が受けられないと想定する。 

   ②南海トラフ巨大地震 

     ・震度５強が見込まれ、建物�一部損壊・傾き、余震対策、ガス漏れ等で避難が必要 

になることを想定する。   

     ・津波�直接被害�少ないも��、津波�河川遡上により、溢水被害を想定する。 

   ③大型風水害・ゲリラ豪雨 

     ・１時間に５０ミリメートル以上�豪雨�場合、内水氾濫で一部地域が浸水し、一時避 

難が必要になる事を想定する。 

     ・竜巻災害を想定しておく。 

 （３）想定する災害発生時間帯とそ�対応 

    ・舞浜小学校に、学校教職員が在館している時間帯、及び、夜間又�休日等�在館し 

ていない時間帯�双方を前提とする。 

    ・なお、舞浜小学校に学校教職員が在館していない時間帯に災害が発生した場合�、 

浦安市�直行職員が可及的すみやかに駆けつけ開錠することを前提とする。 

     但し、市直行職員、もしく�小学校職員が、交通遮断等で、到着が遅れる場合で、 

     緊急を要する場合�、３地区自治会�避難所初動期対応メンバーが、入り口ドア� 

     窓を破って開錠する。 

 

 （４）避難所開設条件 

    ・災害発生時、浦安市長（災害対策本部長）�指示により、開設される。 

    ・震度５強以上�地震が発生した場合�、自動的に避難所が開設される。 

 

 （５）対象とする避難者 

   ①舞浜ローズタウン、パークシティ舞浜、舞浜三丁目地区�居住者 

   ②舞浜小学校開校時�、舞浜小学校�舞浜二丁目、富士見三丁目・四丁目・五丁目、及 

び東野三丁目地区�児童、及びそ�保護者 

   ③帰宅困難者（ＴＤＲ関連来訪者�一部） 

   ④帰宅困難者（一般通行者） 

    （＊１）：②について�、児童を引き取り後�、定められた避難所（堀江中学校、東海大付 

属学校）へ移動することを前提としている。 

         但し、交通路遮断や危険が予見される場合�、引き続き舞浜小学校避難所にて 

避難を継続する。 

    （＊２）：③について、基本�舞浜駅周辺商業施設（TDR、イクスピアリ、各ホテル、ＪＲ舞 

浜駅）に留まる�を前提としているが、一部�来訪者が舞浜小学校に避難すると 

想定する。 
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 （６）避難所�機能 

    舞浜小学校避難所で提供するサービス（機能）を以下とする。 

支援分野 支援項目 概要 

安全・生活基盤 

�提供 

①安全�確保 地震や風水害による住家�損壊、浸水等�恐れ 

がある場合、迅速・確実に避難者を受け入れ、生 

命・身体�安全を確保する。 

  ②水・食料・物 

 資�提供 

避難所避難者、及び舞浜地区在宅被災者に非常 

食や食材、飲料水、毛布、生活必需品等を提供 

する。 

 

  ③生活場所 

�提供 

住家�損壊やライフライン�途絶等により、自宅で

�生活が困難になった避難者に対して、一定期 

間にわたって、生活�場を提供する。 

季節や期間に応じて、暑さ・寒さ対策や炊事、洗 

濯等�ため�設備�ほか、プライバシーへ�配慮 

等生活環境�改善が必要となる。 

保健・衛生� 

確保 

④健康�確保 避難者�応急手当や医療機関へ�搬送、健康相

談等�支援を行う。 

初期�緊急医療、巡回健康相談等が中心である

が、やむを得ず避難所生活が長期化した場合�、 

心�ケア等が重要となる。 

  ⑤衛生環境� 

提供 

避難者が生活する上で必要となるトイレ、風呂・シ

ャワー、ゴミ処理、防疫対策など、衛生的な生活環 

境を維持する。 

なお、避難生活が続く限り継続して必要となる。 

情報支援 ⑥生活支援 

情報�提供 

避難者に対し、災害情報や安否情報、支援情報 

等を提供するとともに、避難者同士が安否�確認 

や情報交換を行えるようにする。 

また、避難者�安否や被災状況、要望等に関する 

情報を収集し、行政機関等外部へ発信する。 

なお、時間�経過とともに、必要とされる情報�内 

容�変化することに留意する必要がある。 

  ⑦復興支援 

  情報�提供 

避難者に対して、生活再建、仮設住宅、復興状

況、等�情報提供を行う。 

コミ ュニ ティ 支

援 

⑧コミュニティ 

  �維持・形 

成�支援 

避難している近隣�住民同士が、互いに励まし合 

い、助け合いながら生活することができるよう従前 

�コミュニティを維持する必要がある。 

なお、避難が長期化した場合�、コミュニティ形成 

�重要性が高まる。 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

 

３．避難所運営�全体像 

 （１）避難所運営�全体フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）避難所運営�基本方針 

①浦安市役所、舞浜小学校/舞浜幼稚園、舞浜地区避難者（住民）� 3 者が協力して 

開設・運営 

②避難者自らによる、お互い�助け合いや協働�精神に基づく、自主的な避難所運営 

③障がい者や高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人等、災害時要援護者�支援にあたっ 

て十分な配慮 

基本方針、留意事項� 「資料-０５ 災害時要援護者対応」 

④避難者一人ひとり�人権を尊重し、プライバシーを確保 

⑤被災時�男女�ニーズ�違い等、男女双方�視点に十分配慮した運営 

基本方針、留意事項� 「資料-０６ 女性へ�配慮について」 

⑥食料・飲料提供等�生活支援�、必要とする被災者に公平配分 

⑦秩序ある避難所運営を行い、早期�生活復旧、及び小学校機能（授業）�早期再開 

に向けて協力 

     

災害発生 

関係者�参集 

【【【【初動期避難所運営本部初動期避難所運営本部初動期避難所運営本部初動期避難所運営本部】】】】立上げ 

避難所施設�点検→避難所開設 

避難者�受入れ・居住区割り 

避難者名簿�作成 

初動期� 

避難所運営組織 

（～１日目） 

展開期/安定期 

撤収期� 

避難所運営組織 

（２日目～ 

約１ヶ月） 

 

 

非常用食料、仮設トイレ等�提供 

【【【【避難所運営本部避難所運営本部避難所運営本部避難所運営本部】】】】立上げ 

運営班、生活班�設置 

運営班、生活班ベース� 

避難所運営・生活 

 

避難所縮小 

避難所閉鎖 

・初動期メンバー�、自ら及び家族�安 

全を確保し、地域で�応急対応を 

実施した後、迅速に舞浜小学校避難 

所へ参集する。 

・避難所�安全を十分に確認する。 

・避難者を安心させ、受付を済ませた 

避難者�順に避難所に誘導する。 

・他避難所地区住民や帰宅困難者も 

人道的見地から受け入れ対応する。 

・負傷者・災害時要援護者�対応を優先 

する。 

・避難所運営本部を迅速に立上げる。 

・避難所運営マニュアルに基づき、安全、 

安心に避難生活を送れるように、避難 

者・市役所・学校が 一致協力・連携 

して避難所運営を行う。 

・ 避難者�数や要望に応じて、適宜運用 

体制を見直す。 

・ 避難者�生活再建に向けた支援が 

中心になる。 

・学校授業�再開に向けて協力する。 

・ 避難所�縮小、統合、閉鎖に向けた 

支援を行う。 

↓ 

 

【初動期避難所【初動期避難所【初動期避難所【初動期避難所    

運営本部】運営本部】運営本部】運営本部】    

↓ 

 

【避難所【避難所【避難所【避難所    

運営本部】運営本部】運営本部】運営本部】    
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第Ⅱ章 避難所開設（初動期） 

 

１．初動期�業務全体像 

 （１）初動期�連絡フロー 

   災害発生後、初動期メンバー�以下�連絡フローにより、舞浜小学校に参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）初動期�活動フロー 

   以下初動期活動フローに基づき、舞浜小学校避難所を開設し、避難者を受け入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜避難者�受入れフロー＞ 

 

 

 

 

     ＊施設（体育館・校舎）�安全が確認出来る迄�、校庭で待機する。 

     ＊けが人、災害時要援護者を優先的に受け入れる。 

     ＊小学校児童、幼稚園児が在席時、校舎２・３F をそ�優先避難・待機場所とする。 

関係者�参集 避難所�開設準備 避難所�開設 被災 

自治会 

初動期ﾒﾝﾊﾞｰ 

市(直行)職員 

（避難所担当) 

学校教職員 
避
難
場
所(

居
室)

へ
の
誘
導 

食
料
提
供
等
の
避
難
者 

支
援 

初
動
期
避
難
所
運
営 

本
部
の
立
上
げ 

災害発生 

市長による 

避難準備・勧告・指示 

舞浜小学校長等より 

自主防災組織本部長 

（自治会長）へ連絡 

自主防災組織本部長 

から初動期メンバーへ 

召集連絡 

初動期対応メンバー参集 

↓ 

初動期避難所運営本部 

立上げ 

＊地震の場合、震度５強以上で市災害対策本部が 

設置され、市直行職員、教職員は自動参集する。 

＊参集は、自身／家族／近隣の安全を確認した後、 

 随時参集する。 

＊舞浜小学校教職員玄関口に集合する。 

＊市災害対策本部から避難指示が無い場合でも、 

舞浜小学校長もしくは自主防災組織本部長の 

判断により、初動期対応メンバーを招集出来る。 

＊震度５強以上の場合、自主防災本部長召集の有無 

に関わらず、初動期対応メンバーは自動参集する。 

 

避
難
受
付
・
名
簿
作
成 

施
設
利
用
ス
ペ
ー
ス
の
確
保 

避
難
所
施
設
の
点
検 

仮
設
ト
イ
レ
の
設
置
等 

設
備
・
物
資
・
食
料
の
確
認 

地区住民 

帰宅困難者 

避難受付 

（舞小体育館） 

体育館内�所定 

ｴﾘｱで一時避難 

自治会毎�所定居 

室（校舎）へ移動 

(体育館満杯時) 
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２．初動期�運営体制 

 （１）初動期�運営組織 

＊災害発生時、施設管理者（舞浜小学校、舞浜幼稚園）、行政担当者（市直行職員）、 

平常時常設�「避難所運営委員会」�各自治会/自主防災組織代表が連携して、 

【初動期【初動期【初動期【初動期難難難難所運営本部所運営本部所運営本部所運営本部】】】】を立ち上げる。 

・・・・本部長   舞浜３自治会「避難所運営委員会」�代表 

・副本部長  舞浜小学校長(教頭)、舞浜３自治会「避難所運営委員会」�副代表 

                ＊【初動期避難所運営本部】�構成メンバー 

・本部長  ・副本部長 ・舞浜小学校教頭 ・舞浜幼稚園長 ・浦安市直行職員 

・初動期活動班（５班）メンバー 

    ＊具体的な活動組織として、「初動期活動班（５「初動期活動班（５「初動期活動班（５「初動期活動班（５班班班班））））」」」」を編成する。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）初動期�運営組織機能 

   ＊「初動期活動班（５「初動期活動班（５「初動期活動班（５「初動期活動班（５班班班班））））」」」」�主な役割・機能を以下とする。 

   ＊各班毎に、リーダー、サブリーダーを各１名を置く。 

初動期活動班 主な役割・機能 

本部班 ・初動期対応活動各班�統括管理 

・市災害対策本部、自治会災害対策本部と�連絡、調整 

・災害情報、避難所関連情報等�収集、管理、伝達 

施設点検・ 

管理班 

・施設�安全点検、立入り禁止/使用禁止�設定 

・上下水道設備（受水槽/高架水槽）�運用管理 

・避難者収容区域�設定、地区別区割り、スペース確保 

避難者受付・ 

誘導班 

 

・避難者受付所�設置（体育館） 

・避難者誘導管理（校庭/体育館/校舎） 

・避難者車両/緊急車両�誘導管理 

・避難者受付、名簿作成 

備蓄品管理班 

 

・備蓄倉庫�開錠、内容確認、受払い/在庫管理 

・仮設トイレ�設置、利用管理 

・非常用食糧、毛布等備蓄品�配布管理 

救護班 

 

・負傷/体調不良者�救護（応急処置、医療機関へ�連絡・搬送） 

・災害時要援護者�支援 

【初動期避難所運営本部】【初動期避難所運営本部】【初動期避難所運営本部】【初動期避難所運営本部】    

    

 

 

 

 

 

施設管理者 

（舞浜小学校 

舞浜幼稚園）） 

行政担当者 

（市直行職員） 

避難者受付・誘導班 

備蓄品管理班 

本部班 

救護班 

自治会/自主防災 

組織代表者 

(初動期メンバー） 

＊本部長   ： 自治会�「避難所運営委員会」�代表 

＊副本部長 ： 舞浜小学校長（教頭）、 自治会�「避難所運営委員会」�副代表（２名） 

施設点検・管理班 初
動
期
活
動
班 
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   １）参集基準 

     ①「初動期メンバー」�、自主防災組織本部長から�指示により、舞浜小学校教職員 

玄関口に参集する。 

       但し、震度５強以上�地震場合�、指示が無くても自動参集する。 

     ②「初動期対応メンバー」�、自らおよび家族�安全を確保し、地域において必要 

な対応を優先実施した後に参集する。 

 

２）避難所�開錠 

     ①開校時間内 

        ・施設管理者（舞浜小学校）が体育館、校舎、防災備蓄倉庫を開錠する。 

     ②閉校時間外 

        ・市職員（予め決められた直行職員）、もしく�学校管理者が「鍵」を持参し、体育 

館、校舎、防災備蓄倉庫を開錠する。 

        ・交通インフラ遮断等で、市直行職員・学校管理者�参集が遅れ、緊急を要する 

場合�、自治会初動期メンバーにて窓ガラスを壊し、内鍵を開けて入室する。 

尚、具体的な実施要領�マニュアルに記載せず別管理とする。 

 

   ３）【【【【初動期避難所運営本部初動期避難所運営本部初動期避難所運営本部初動期避難所運営本部】】】】�立ち上げ 

     ①舞浜地区３自治会が平常時に常設運営する「避難所運営委員会」�代表（１名）、副 

       代表（２名）�、それぞれ本部長、副本部長に就任する。 

     ②また、舞浜小学校校長、もしく�教頭が、副本部長に就任する。 

     ③「初動期活動班「初動期活動班「初動期活動班「初動期活動班（５（５（５（５班）」班）」班）」班）」�編成について 

        ・施設管理者（舞浜小学校）、行政担当者（市直行職員）、自治会初動期メンバー 

で構成する。 

        ・自治会初動期メンバー�予め決められた活動班に所属することを原則とするも、 

災害/避難所状況に応じて、本部長・副本部長�指示に従い、機動的に対応す 

る。 

        ・活動班毎に、メンバー�中からリーダー、サブリーダーを各 1 名選任する。 

        ・初動期メンバーが不足する場合�、避難住民に協力を要請する。 

     ④活動開始に際して�、所定�腕章を着用する。 

     ⑤「初動期避難所運営本部」�、校舎１Ｆ理科室に設置する。 

   

  ４）初動期活動ルール 

     ①「初動期避難所運営本部メンバー」�、本マニュアルを必ず参照して活動する。 

     ②活動に際して�、基本２人／組以上で実施する体制を原則とする。 

     ③限られたメンバー�場合、無理に全て�業務を行おうとせず、業務�実施が出来 

      る体制になってから、出来るも�から実行する。 

 

  ５）不測�事態へ�対処 

     ①舞浜小学校�体育館や校舎が避難所として利用出来ない場合、浦安市災害対 

策本部へ連絡し、指示があるまで屋外で待機する。 

     ②舞浜小学校で全て避難者を収容が出来ない場合、浦安市災害対策本部へ連絡 

し、指示があるまで待機する。 

３．初動期の活動要領 ： 一般事項 
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   １）班�構成 

       ・舞浜小学校教頭、指名教職員 

       ・浦安市役所直行職員 

       ・自治会/自主防災組織「初動期対応本部班メンバー」 （各自治会１名） 

  

   ２）行動 

    ①校舎内１Ｆ理科室に、本部班を置く。 

    ②備蓄倉庫を開錠し、避難所運営本部用�収納ケースを取り出し、活動マニュアル、 

      看板等、活動に必要備品を各活動班に配布する。 

    ③避難所内�状況を踏まえて、各初動期対応活動班に活動指示を出す。 

    ④児童が在校している場合�、先ず児童�避難場所を確保する。（原則校舎２・３Ｆ） 

    ⑤「様式-０７：初動期避難所運営本部体制図」を作成し、掲示板に掲示する。 

「様式-０７ 初動期避難所運営本部体制図」 

    ⑥避難所�共通理解ルールを体育館出入り口、校舎出入口（昇降口）に掲示すると共

に避難者に説明する。 

「資料－０２ 避難所生活ルール・マナー」   「資料－０３ 避難所ペット飼育

ルール・マナー」    「資料－０４ 避難所仮設トイレ使用ルール・マナー」 

    ⑦各班�活動状況を収集、取りまとめを行い、活動に漏れがないように管理する。 

「様式-０１ 避難所開設・運営チェックリスト」 

    ⑧避難所世帯数や避難所�状況を、舞浜小学校校長、市役所職員を通して、浦安 

市対策本部に報告する。報告�、避難所開設後、４時間毎に行う。 

「様式-０５ 避難所状況報告書」 

    ⑨各自治会災害対策本部と�連絡を密にし、災害状況、避難所状況を共有化する。 

また、上記「様式－０５ 避難所状況報告書」�写しを送付する。 

    ⑩市災害対策本部と�、教員室内設置�防災無線を使用して情報交換する。 

    ⑪避難者に対し、避難所状況や災害状況等を、適切・適時に伝達する。 

    ⑫避難所に�、遺体を受け入れないことを原則とするが、止むを得ない場合�、行政 

     担当者（市）、施設管理者（小学校）と協力して、遺体�一時受け入れを行う。 

 

   ３）活動に必要な備品 

必要備品 個数 内容・行動 

「初動期運営本部」張紙 ２ 枚 入り口ドア（２ヶ所）に貼る 

掲示用ボード ３ 式 本部、体育館入り口、昇降口 

避難所施設レイアウト ２ 枚 本部、体育館入り口、昇降口に掲示 

避難所共通ルール集 ２ 毎 同上 （生活/ペット飼育/トイレ使用） 

チェックリスト（様式） １ 式 本部班活動に必要な様式 

事務用品・筆記用具 １ 式 ボールペン、ホッチキス、テープ等 

懐中電灯 ２ 個 夜間・停電用 

携帯ラジオ（電池式） １ 個 停電時�情報収集用 

腕章 １０ 枚  

 

 

３．初動期の活動要領 ： 本部班 
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１） 班�構成 

・舞浜小学校教職員（施設管理者） ： 責任者 

・浦安市役所職員（直行職員） 

・自治会/自主防災組織「初動期対応施設点検・管理班メンバー」 （各自治会１名） 

 

 ２）行動 

①施設管理者（学校）、市直行職員を支援して、避難所施設�安全点検を行う。  

「様式-０３ 避難所安全点検チェックシート」 

 

＜点検�ポイント＞：目視にて実施 

区分 点検項目 場所・内容 

施設全体 破損/傾き/液状化/液状 体育館、校舎 

インフラ 死活/設備破損 電気、ガス、水道、プロパン 

体育館/ ①天井・壁・窓・床�損傷  

校舎内部 ②棚等�倒壊・散乱物  

 ③照明器具・空調機  

 ④ガス／薬品�漏洩 １F 保健室/用務員室、１F 理科室/ 

理科準備室、３F 家庭科室、他 

校庭 ①校庭�液状化・陥没 一時避難、仮設ﾄｲﾚ/ﾃﾝﾄ設置可否 

 ②校門・通用門使用可否 救急/避難車両入場可否 

 

  ②夜間/休日時、小学校教職員（施設管理者）や市役所直行職員が未到着で、至急安 

  全点検を要する場合�、自治会/自主防災組織初動期メンバーで実施する。 

  ③安全点検�、先ず一時避難場所（避難受付）となる体育館から実施する。 

  ④安全点検結果�、速やかに「初動期避難所運営本部」に、本チェックシートで報告する。 

  ⑤「資料-０１：避難所施設レイアウト」に基づき、立入り禁止場所�表示を行う。 

  ⑥水道・トイレ�、上下水道�利用可否が判明するまで、使用禁止にする。 

・水道利用�禁止張り紙、もしく�蛇口固定する。（小学校・市と協議） 

・トイレ入口に使用禁止・立ち入り禁止コーンを置く 

・校舎内各トイレに付いている、「自動洗滌機」�乾電池を外す。 

  ⑦避難所内に落下物・散乱物、ごみ等があれば、避難者�協力を得て除去する。 

  ⑧体育館や教室等、施設を出来るだけ過ごし易い環境に整える。 

 ３）活動に必要な備品 

必要備品 個数 内容・行動 

安全点検表 １ 式 体育館/校舎/校庭�安全点検 

立入/使用禁止ﾃｰﾌﾟ １ 式  

ラインテープ １ 式 避難スペース�区割り 

針金 １ 式 水道蛇口使用止め 

筆記用具 １ 式  

懐中電灯 ６ 個 安全点検用（夜間等） 

腕章 ６ 式  

 

３．初動期の活動要領 ： 施設点検・管理班 
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 １）班�構成 

    ・自治会/自主防災組織「初動期対応避難受付・誘導班メンバー」 （各自治会３名） 

    ・避難者到着状況により、他班メンバーが応援する。 

 

 ２）行動 

   ①避難者�受け入れ�、施設�安全が確認されるまで、校庭待機を原則とする。 

    そ�際、混乱が生じないように、表門から校庭へ�誘導作業を行う。 

②施設点検・管理班により、避難所�安全が確認されたら、避難者を体育館に誘導し、避 

難受付を行い、一時避避難者受付簿に記入してもらう。 

「様式-０４ 一時避難者受付簿」 

(注)初動期�「一時避難者受付簿」 で行い、先ず避難者�名前、数を把握する。 

運営期� 「様式－１１ 避難世帯調査票」を整備し、世帯単位で管理する。 

     避難者から負傷支援、介護支援�要請（一時避難者受付簿に申告）があった場合、 

「救護班」に連絡する。 

   ③避難受付が完了したら、体育館内避難スペースに誘導する。 

     但し、負傷支援、介護支援が必要な避難者で特別な配慮が必要と判断された場�、 

「救護班」と連携して、保健室、もしく�予め設定されている「要援護者用居室」に誘導、 

収容する。 

   ④体育館が避難者で一杯になった場合�、校舎内�居室（教室）に誘導する。 

「資料-０１ 避難所レイアウト」 

誘導�優先順位�、基本�避難所到着順とするが、災害時要援護者がいる場合�災 

     害時要援護者を優先する。 

   ⑤避難居室に�、自治会単位で避難入室することを基本原則とするが、災害規模や避難 

者�規模・状況等により、避難所運営本部で状況を判断して対応する。 

   ⑥施設�使用ルール・マナーについて、避難者に説明する。 

「資料-０２ 避難所生活ルール・マナー」 

「資料-０４ 避難所仮設トイレ使用ルール・マナー」 

⑦ペット�避難所内（体育館・校舎）へ�持込�禁止とし、校庭�一角�ペット置き場に置 

くも�とする。 

「資料-０３ 避難所ペット飼育ルール・マナー」 

 

 ３）活動に必要な備品 

必要備品 個数 内容・行動 

机・椅子 ２ 式 避難受付用(体育館ステージ下に有り) 

一時避難者受付簿 ２００ 枚 地区別に避難者順に記入してもらう 

筆記用具 １ 式  

懐中電灯 ４ 個 夜間・停電時使用 

避難所レイアウト ２ 枚 体育館�一時避難所レイアウト 

校舎内レイアウト 

腕章 ９ 式  

    

 

３．初動期の活動要領 ： 避難受付・誘導班 
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 １）班�構成 

    ・自治会/自主防災組織�「初動期備蓄品管理班メンバー」 （各自治会２名） 

 

 ２）行動 

   ①避難所参集後、施設管理者が体育館横�備蓄倉庫を解錠する。 

     以後、備蓄倉庫�、備蓄品管理班で管理する。 

   ②平常時に作成していた、「資料-０７ 避難所備蓄倉庫備蓄品一覧表】に基づき、在庫確

認を行い、以下�倉庫管理簿を作成する。 

「様式-０６ 避難所備蓄倉庫管理簿」 

③備蓄品�、避難者全員に配布する量が無い場合�、優先順位を付けて配布する。 

     優先順位�、初動期避難所運営本部で決定し、避難者にそ�旨説明する。 

   ④以後、運営本部班�指示に基づき、備蓄品�払出しを管理する。 

⑤仮設トイレ�設置と使用管理を行う。 

・備蓄倉庫から仮設トイレを搬出し、体育館横（グランド側）に設置する。 

・風が強いと倒壊等�危険がある為、重石設置等�風対策を行う。 

・仮設トイレ（便クイック）�、２０１３年５月現在、５台が備蓄されている。 

・設置後�、トイレ�清潔維持、使用者へ�ルール徹底など、衛生面�管理を行う。 

・設置後�トイレットペーパー�補充を管理する。 

・水道水が使用出来ない場合�、避難者�協力を得て、学校�プールや見明川から 

      取水し、必要な洗滌水を確保する。 

 

   ⑥備蓄品が不足し緊急を要する場合�、浦安市災害対策本部へ提供を要請する。 

⑦資機材・食料等�受払い� 「様式-０６ 避難所備蓄倉庫管理簿」に記録し、常に在 

 庫を把握出来る状態にしておく。 

   ⑧舞浜公園備蓄倉庫、大三角公園備蓄倉庫�備蓄品を使用するに際して�、浦安市� 

了解を得て使用する。 

 

３）活動に必要な備品 

必要備品 個数 内容・行動 

物資管理簿 １ 枚  

筆記用具 １ 式  

懐中電灯 ６ 個 夜間・停電時使用 

軍手 ３ 式  

ハンマー ３ 個  

トイレットペーパー    

洗浄水用バケツ １０ 個  

腕章 ６ 式  

    

 

 

 

 

 

３．初動期の活動要領 ： 備蓄品管理班 
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１）班�構成 

  ・自治会「初動期対応救護班メンバー」 （各自治会１名） 

 

２）行動 

  ①体育館入口�避難受付場所で、負傷者がいないかどうか確認し、そ�容体確認を 

行う。 

また、 「様式-０４ 一時避難者受付簿」 を参照し、災害時�要援護活動が必要な方を 

確認する。 

  ②軽症者がいた場合、応急医療品セットを活用し、避難者と協力して軽傷者�応急手当 

   を行う。 

   怪我�程度によって�、救護所（校舎内１F 保健室）にて手当てを行う。 

  ③重傷者がいる場合�、市災害対策本部、消防署などへ連絡し、医療機関へ�搬送を 

依頼する。 

  ④住民�避難が終了した後も、避難所（校舎内、外部）を見回り、また 「様式-０４ 一時避 

難者受付簿」 を確認し、負傷者や災害時要援護者�状況を確認し、必要な救護措置を 

   とる。 

  ⑤「要援護者対応」について 

     ・特別な配慮が必要と判断された場合�、「避難受付・誘導班」と連携して、保健室、 

もしく�予め設定されている「要援護者用居室」に誘導、収容する。 

     ・要援護者が必要とする支援について、本人、もしく�付き添い者からヒアリングを行い、

内容を確認し記録する。 

       尚、本人が予め記入した「災害時要援護者個別計画（助け合いカード）」を持参して 

いる場合�、本人、もしく�付き添い者�了承を前提に情報提供を受ける。 

     ・設備、機器、スタッフが整わない避難所開設時において、対応可能な範囲で要援護 

者支援また必要に応じて、介護機材、薬�調達に努力する。 

     ・要援護者�体調、状況により、避難所で�支援が困難と判断した場合、速やかに市 

災害対策本部へ連絡し、医療機関、福祉避難所へ�緊急移送要請等�適切な手段 

を講じる。 

 

３）活動に必要な備品 

必要備品 個数 内容・行動 

一時避難者受付簿 １ 式 体育館入口�避難受付場所にある 

要援護者支援計画 １ 式 要援護者�判別等 

懐中電灯 ３ 個 夜間・停電時使用 

救急箱 ３ 個  

腕章 ３ 式  

    

 

 

 

 

 

３．初動期の活動要領 ： 救護班 
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第Ⅲ章 避難所運営 

 

１． 運営全体像 

（１）全体運営フロー 

    『初動期避難所運営本部』による、避難所開設・避難者受入れ�初動期対応�後、 

速やかに『避難所運営本部』�立上げを行い、施設管理者、行政担当者、ボランティア 

�支援・協力を得て、以後避難所閉鎖に至る迄�円滑な避難所運営を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営概要 

   避難所運営�、以下�時系列的状況に応じた的確な対応が必要となる。 

    ①展開期 

      ・展開期と�、避難所開設後２日目～約２週間程度迄�期間で、避難者にとって 

       �、避難所�仕組みや、ルールに従った日常生活を確立する時期となる。 

      ・避難所�運営基盤�、避難者�自助・共助�原則に基づいて、避難者を主体と 

       する『避難所運営本部』が担う。 

      ・具体的な避難所運営�、７つ�「運営班」、及び避難者による「生活班」を編成し 

       て実行する。 

    ②安定期 

      ・安定期と�、避難所開設後、凡そ２週間目以降�期間で、毎日�避難生活に落 

       ち着きが戻るが、長期化に伴って被災者�心身�抵抗力が低下する。 

      ・また、被災者�ニーズが多様化し、より高度化する時でもあり、柔軟な運営が求 

       められる 

      ・避難所運営�、避難者生活�自立再建に向けた運営を行いつつ、撤収�予測 

を踏まえて行う。 

    ③撤収期 

      ・撤収期と�、周辺�ライフライン機能が回復し、そ�地域�本来�生活が再開可 

       能になる為、避難所生活�必要性が無くなる時期である。 

      ・但し、住居を無くした人に�、長期受け入れ施設や避難所集約に伴う他避難所 

       へ�移動等に充分配慮した運営が求められる。 

      ・避難所運営�、避難者�生活再建支援と、授業�早期再開に向けた現状回復 

       を重視して運営する。 

避難所開設(初動期対応) 

『避難所運営本部』 

立ち上げ 

避難所運営班・生活班 

立ち上げ 

避難所縮小 

＊『初動期避難所運営本部』を再編し、運営体制を 

拡充・強化して、迅速に立ち上げる。 

＊避難者の減少に応じて、運営体制を縮小していく。 

＊避難所運営に必要な機能を持った７班を編成する。 

＊避難住民の居住区単位（基本部屋割り単位）に、 

生活班を編成し、避難所運営に協力する。 

運営班・生活班ベースの 

避難所運営・生活 

避難所閉鎖 

＊展開期→安定期→撤収期に応じて、円滑な避難所運 

営・避難生活を行う。 

＊第Ⅱ章 参照 
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２．運営体制 

 （１）運営組織 

＊『初動期避難所運営本部』を再編し、運営体制を拡充・強化した、『避難所『避難所『避難所『避難所    

        運営本部』運営本部』運営本部』運営本部』を立ち上げる。 

＊『避難所運営本部』�構成メンバー 

        ・本部長、副本部長、メンバー�初動期を継続する。 

         但し、やむ終えない事情がある場合�、避難者�中から選任する。 

        ・生活班班長�中から選任された代表者を追加する。 

＊ 『避難所運営本部』�下に、「運営班」運営班」運営班」運営班」（６班）を編成し、運営実務を担う。 

＊避難している住民�生活区単位（基本居住している居室単位）に「生活班」「生活班」「生活班」「生活班」を編成し、

円滑な避難所生活を図るとともに、運営班業務を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『舞浜小学校避難所運営本部』『舞浜小学校避難所運営本部』『舞浜小学校避難所運営本部』『舞浜小学校避難所運営本部』    

    

 

 

 

 

 

浦安市災害対策本部 

・職員／技術者／医師派遣 
・物資／食料／飲料配給 
・ボランティア派遣 

・その他支援 

・避難所状況の報告 
・応援依頼 
・物資／食料／飲料依頼 

・その他支援要請 

施設管理者 

（舞浜小学校舞浜幼稚園） 

行政担当者 

（浦安市役所） 

施
設
管
理
班 

食
料
・
物
資
班 

救
護
・
衛
生
班 

屋
外
管
理
班 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班 

「生活班」「生活班」「生活班」「生活班」班長・副班長 

（避難住民より、居住区単位に選出

舞浜小学校避難者 

（体育館・校舎・テント・車） 

連携・協力 

避難生活支援 

    

 

 

 

 

 

『各自治会『各自治会『各自治会『各自治会////自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織    

災害対策本部』災害対策本部』災害対策本部』災害対策本部』    

自治会 

在宅避難者 

連携・協力 

（食料・医療・情報等） 

総 
務 
班 

運営班 

生活班 

自治会/自主防災組織代表者 

運営班リーダー・サブリーダー 
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（２）『避難所運営本部』について 

災害発生後�避難所開設・避難者受入れを担った、『初動期避難所運営本部』を 

再編、機能拡充・強化した、『避難所運営本部』『避難所運営本部』『避難所運営本部』『避難所運営本部』が本格的な避難所運営を担う。 

 

 

 

 

 

＊ 『避難所運営本部』�本部長/副本部長�、『初動期運営本部』�本部長/副本 

部長が継続して就任する事を基本とする。 

     ＊但し、止む終えない事由により、本部長/副本部長を継続することが困難な場合 

�、別途適任者を選出する。 

 

   ①構成メンバー 

      ・避難所運営本部長（１名）／副本部長（３名） 

      ・施設管理者（舞浜小学校校長、教頭） 

      ・行政担当者（浦安市役所担当職員） 

      ・避難所運営班班長（６運営班） 

      ・避難者代表（生活班班長�中から選任された代表者：フロア毎等） 

      ・ボランティア�、原則として構成メンバーとしない。 

但し、運営本部が認めた場合�、会議に出席・発言できる。    

   ②運営 

・事務局�、「総務班」が担当し、会議�準備や記録等を担当する。 

・そ�細部運営について�、以下規約による。 

「資料-０８ 避難所運営本部規約」 

 

 （３）避難所運営班について 

   ＊７班にて構成され、避難所運営に必要な、下記業務を担当する。 

 

運営班名 主な役割・機能 生活班 

�参画 

総務班 １）避難所全般�取りまとめ、運営記録 

２）避難所運営本部会議�主催 

３）市災害対策本部、自治会災害対策本部と� 

連絡・調整 

４）避難者関連情報�作成・管理 

５）情報�収集・発信・伝達 

６）問い合わせ対応 

７）郵便物等�取次ぎ 

８）マスコミ取材対応 

－ 

施設管理班 １）避難所内設備�管理 

２）避難所内レイアウト設定／変更管理 

３）避難所内�秩序管理 

４）防火・防犯 

 

◎ 

初動期避難所 

運営本部 

(災害発生～１日) 

避難所 

運営本部 

(２日目～約１ヶ月) 

組織再編成 

 

機能拡充・強化 
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食料・物資班 １）救援食料・物資�配布管理 

２）不足食料・物資�調達（依頼） 

３）食料・物資�受払い・在庫管理 

◎ 

救護・衛生班 １）負傷者/体調不良者(体・心）�支援 

２）災害時要援護者�支援について 

３）女性へ�配慮について 

４）避難所内�衛生管理 

 （トイレ/ゴミ/掃除/洗濯/風呂等） 

５）ペット�管理 

◎ 

屋外管理班 １）屋外避難者（テント／車）�支援 

２）仮設トイレ�管理 

３）駐車スペースや屋外作業場所�管理 

◎ 

ボランティア班 １）ボランティア�受け入れ管理 

２）ボランティア�活動管理 

○ 

 

＜注記＞ 

      ・各運営班�班長・副班長�、基本�「初動期対応メンバー」から選任する。 

       但し、必要に応じて避難住民からも適任者を選任する。 

      ・各運営班�活動要領�、次項（３）にて定める。 

      ・生活班�参画について(上表�右記欄説明) 

    ◎ ： 各生活班（居住区単位）から１名選任 

    ○ ： 数グループ�生活班�中から（フロア単位）１名選任 

 

 （４）生活班について 

    ①避難所所における避難者�生活や活動を円滑に行う為に編成するも�とし、避難 

所内�居住区単位（基本�居室単位）に編成する。 

尚、自治会等�一定�住民組織単位を基本に編成することが望ましい。 

    ②生活班単位に、班長・副班長を選任する。 

    ③生活班�班長・副班長�、避難所運営７班�何れかに所属し、運営作業を支援す 

る。（前項（３）参照） 

    ④避難者で�作業（掃除等）�、生活班単位で行う。 

    ⑤各種連絡事項�伝達や、食料・日用品�必要数�把握や配布�、生活班単位に 

行う。 

    ⑥観光客・通勤者等、もともと地域内に居住していない避難者�、まとめて編成する。 

 

（５）災害時要援護者へ�対応について 

     大災害発生時、避難を要する災害時要援護者�、「福祉避難所（公民館）」等へ収容 

する�が基本であるが、市が組織的に活動し、そ�受け入れ準備が整う迄に時間を要 

する（数日間）と予想される。 

     そ�間、舞浜小学校避難所�、災害時要援護者を一時的に受け入れ、そ�支援・介 

護を行う体制をとる。 

基本方針、留意事項� 「資料-０５ 災害時要援護者対応」 

        

・具体的な支援活動�、「救護・衛生班」�活動要領」 ２）災害時要援護者�支援を 

参照 
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（６）女性へ�配慮について 

     避難所�避難者が一時的に共同生活を送る場所であり、利用可能なスペースに限り� 

ある場所で�あるが、最低限必要な生活上�安心・安全に配慮する。 

特に、女性へ�暴力や性犯罪�あって�ならないことであり、そ�防止�ため様々な 

配慮を行う。 

女性�権利を尊重し、安心して避難所生活を送ること�できる安全な環境を確保する 

ため、できる限り�配慮を行う 

基本方針、留意事項� 「資料-０６ 女性へ�配慮について」 

 

       ・具体的な支援活動�、「救護・衛生班」�活動要領」 ３）女性へ�配慮について 

 を参照 
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（１）役割・機能 

運営班名 主な役割・機能 班構成 

総務班 １）避難所全般�取りまとめ、運営記録 

２）避難所運営本部会議�主催 

３）市災害対策本部、自治会災害対策本部と�連絡・調整 

４）避難者関連情報�作成・管理 

５）情報�収集・発信・伝達 

６）問い合わせ対応 

７）郵便物等�取次ぎ 

８）マスコミ取材対応 

－ 

 

（２）行動要領 

 １）避難所全般�取りまとめ、運営記録 

   ①避難所�全体運営を統括管理し、そ�状況に応じて、各運営班�体制・メンバー� 

増強、変更を適時実施する。 

   ②避難所運営本部�構成メンバーを記した名簿を作成し、そ�変更管理を行う。 

 「様式-１０ 避難所運営本部名簿」 

③避難世帯数�推移や各活動班活動状況等�運営記録を毎日作成する。 

「様式-１３ 避難所運営日報」 

 

 ２）避難所運営本部会議�主催 

   ①「避難所運営本部会議」を主催し、資料作成、議事録作成等�事務局業務を行う。  

   ②会議開催�、避難所開設当初�展開期において�、２回/日（朝・夕）とし、そ�後� 

    安定期から�、１回/日を原則として開催する。 

 

 ３）市災害対策本部、各自治会災害対策本部と�連絡・調整 

   ①緊密な情報交換・連携を確保し、円滑な避難所運営を図る。 

②「様式－１３ 避難所運営日報」にて 舞浜小学校校長、市役所職員を通して、浦安市 

災害対策本部に毎日報告する。 

併せて、そ�写しを、各自治会災害対策本部に送付する。 

 

 ４）避難者関連情報�作成・管理 

   ①初動期、体育館にて避難者を受け入れる場合、「様式-０４ 一時避難者受付簿」 

     で避難受付を行うが、そ�後教室等などで避難生活がスタートした後、世帯単位に 

     避難者名簿を提出してもらう。 

「様式-１１ 避難世帯調査票」 

②ペットをつれて�避難した場合�、以下にて記録・管理する。 

「様式-１２ 避難所ペット登録台帳」 

③避難者が避難所から退去する場合�、退去を記録し、避難者世帯名簿を更新する。 

「様式－１７ 避難所退去者記録簿」 「様式-１１ 避難世帯調査表」 

④避難者が外出・外泊する場合�、以下外出受付簿にて記録・管理する。 

「様式-１８ 避難所外出受付簿」 

３．運営期の活動要領 ： 「総務班」 
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⑤面会等で避難者�関係者が避難所に立ち入る場合�、受付簿にて記録・管理する。 

「様式-１９ 避難所外来者受付簿」 

⑥「資料-０２ 避難所生活ルール・マナー」、 「資料-０３ ペット飼育ルール・マナー」、 

 「資料-０４ 仮設トイレ使用ルール・マナー」 基づき、規律ある避難所運営を行う。 

 

 ５）情報�収集・発信・伝達 

①避難者に対して、以下にあげる内容�情報提供を行う。 

  ・安否情報 ・医療・救護情報  ・水・食料情報   ・生活物資情報 

   ・教育情報 ・長期受入れ施設に関する情報     ・生活再建情報 

   ・余震、天候など�情報    ・風呂�開設情報  

  ・ライフライン�復旧情報 等 

②施設内放送や掲示板など手段を用いて、被災者へ情報を提供する。 

③収集した情報を整理し、必要な情報を、時刻を明示して掲示板に掲示する。 

 また、避難所運営委員会で決定された事項を、掲示板に掲示する。 

④掲示板�、避難所入り口�目�つきやすいところに設置する。 

 ・体育館入り口、もしく�校舎昇降口 

⑤掲示板に�、被災者同士が情報交換できる「伝言板コーナー」を設置する。 

⑥不要となった情報も記録、整理して保管する。 

⑦避難所内で�、デマ情報が出やすい�で注意する。 

 

６）問い合わせ対応 

①安否確認に�、「様式-１１ 難者世帯調査票」と照合して、情報�開示に同意されてい 

る家族�み応じる。 

②電話で�問い合わせ�場合�、原則として取次ぎを行わずに、内容をメモして、掲示板 

に掲示する。 

・メモ�、受信日時、問い合わせ�あった避難者�氏名と住所、問い合わせをして 

きた相手�氏名と連絡先を記載する。 

③避難所に、面会等で避難者�関係者が立ち入る場合�、「様式-１９ 避難所外来者受 

付簿」に記入してもらう。 

 来訪者に�、避難者�呼び出しにて対応するが、原則として居住スペース�中に� 

 立ち入らせず、公共�スペースで面会してもらう。 

 

７）郵便物等�取次ぎ 

①避難者へ�郵便物等�、配達者から直接本人に渡すことを原則とする。 

但し、やむを得ない場合�、避難所運営本部預かり、そ�旨掲示板にて連絡する。 

 

８）マスコミ取材対応 

①マスコミなどから�被災者�安否に関する問い合わせについて�、「様式-１１ 避難世 

帯調査票」に公開を可とした避難者�み�情報を公開することとし、プライバシー保護 

�観点から、情報管理に�充分配慮する。 

②取材�申し入れがあったとき�、氏名、所属、取材目的、発表日時や発表内容を聞き 

取り、記録に残す。 
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   ③取材�時間、及び区域を定めて行う。避難者が寝起きする場所へ�立ち入り取材�、 

そ�部屋�避難者�全員�同意を得てからとする。 

   ④取材に�、「情報・広報班」メンバー�立会いを原則とする。 

     尚、取材対応で�、後々避難所間�待遇に差が出て、非難等�トラブル発生が懸念 

     される為注意する。 

   ⑤インタビュー�、避難生活に支障がない共用スペースをあてる。 
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（１）機能・役割 

運営班名 主な役割・機能 生活班 

�参画 

施設管理班 １）避難所内設備�管理 

２）避難所内レイアウト設定／変更管理 

３）避難所内�秩序管理 

４）防火・防犯 

◎ 

 

（２）行動要領 

 １）避難所内設備�管理 

   ①施設�安全確保に努める。 

      ・避難所開設時� 「様式-０３ 施設安全点検チェックリスト」�中で、不具合点が 

       あった場合、そ�応急処置を行うとともに、市災害対策本部に修繕依頼をする。 

   ②避難所として使用しない居室・設備�使用禁止として、立ち入り禁止処置をとる。 

      ・テープ/ロープ/張り紙/針金で固定、等 

   ③照明�消灯・点灯管理 

      ・夜�   時に消灯する。 朝�    時�点灯を基本とするが、季節に応じて行う。 

・廊下�点灯したままとし、体育館など�照明を落とす。 

・職員室など管理に必要な部屋�、点灯したままとする。 

     ④飲酒・喫煙場所�指定と火気�管理 

        ・施設管理者と協議�上、飲酒・喫煙コーナーをそれぞれ設置し、張り紙などに 

       より避難者へ通知する。 

      ・喫煙コーナーに�、灰皿、消火用水バケツを設置し、吸い殻�処理や清掃�、 

喫煙者自身で行うことを要請する。 

        ・アルコールによる風紀�乱れ�、避難所�秩序を乱すため、厳重に注意する。 

 

 ２）避難所内レイアウト設定・変更管理 

①宿泊を伴う本格的な避難所運営が開始される場合、「様式-０２ 避難所使用スペ 

ース」に基づき、避難所/避難者�状況を判断して、避難所内スペースを設定する。 

        ・避難者スペース�、避難者一人当たり３～４㎡を基準とする。 

          →１教室当たり、１０名～１２名�収容規模を目安とし、適切・公平に行う。 

・避難者�居住地区を中心として各組単位に編成を行ない、各世帯単位に段ボ 

 ール製など�パネルで間仕切りを行うことができる。 

こうした間仕切り�、できるだけ早い段階で用意する。 

②避難所�運営を行うために、避難所管理業務や避難者へ�共通サービスに必要とな 

る部屋�、原則として避難者�受入れスペースと�しない。 

   「様式-０２ 避難所使用スペース」、「資料-０１ 避難所レイアウト」 による。 

③高齢者・幼児・妊産婦・傷病者や障害者など災害時要援護者、及び女性に対して、 

そ�状況に配慮した対応を行う。 

        ・第Ⅲ章/２/（５）（６）項 「要援護者へ�対応について」 「女性へ�配慮」 参照 

        

３．運営期の活動要領 ： 「施設管理班」 
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   ④避難所内で�場所�定期的移動   

      ・避難者�減少や学校など�再開など�ため、避難所で�定期的に避難場所 

を移動する。 

        ・移動に際して�、委員会で施設管理班�作成した計画を検討し、避難者� 

了解を得て行う。 

        ・避難所開設後、概ね７日後に退所者�状況をふまえながら避難者を受入れた 

部屋�統廃合と移動を行う。 

         以後、概ね７日ごとに移動することとし、そ�ことを避難者に周知する。 

   ・移動に際して�、従来�部屋毎�まとまりをできるだけ崩さないように配慮する。 

 

  ３）避難所内�秩序管理 

①避難所内�整備、整理整頓 

        ・避難所内�整理整頓、掃除等について、安全と衛生が守られるように管理する。 

         作業�、避難者�生活班単位に分担を決めて実行してもらう。 

②避難所内�秩序維持に努める。 

    ③避難所内で�トラブルが発生したとき�、速やかに対応する。そ�場合、次�点に注 

意する。 

        ・自分から声をかける 

        ・相手�言い分をよく聞く 

        ・あくまでも冷静、論理的に説明する。 

        ・できること、できないことを明確にする。 

        ・納得するまで説明する。 

    ④トラブル�解決�、避難所施設で周囲から信頼�置かれている人物がリーダーシップ 

をとる。 

⑤プライバシー�確保に努める。 

        ・避難者�プライバシー保護�ため、更衣室あるい�スペースを確保し、張り紙な 

         どにより避難者へ周知する。 

  こ�更衣室（スペース）�、授乳場所としても活用する。 

        ・避難者以外�、原則として避難者が寝起きする部屋へ�入れない 

      

  ４）防火・防犯 

    ①火災�危険性が増大する為、火気�取り扱いに注意する。 

特に、冬季�発災時において�、火災防止�ため避難所屋内で�石油ストーブなど 

暖房器具�使用にあって�注意を払うよう避難者へ周知徹底する。 

    ②喫煙�、喫煙所�みで行う事を徹底管理する。 

    ③消火器を適正配置するとともに、住居スペースで火気使用がある場合�、消化 

バケツ等を用意する。 

    ④避難者�手荷物について、各自で注意するように促す。 

    ⑤定期的に避難所内を巡回して、防犯活動を行う。 
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 （１）機能・役割 

運営班名 主な役割・機能 生活班 

�参画 

食料・物資班 １）救援食料・物資�配布管理 

２）不足食料・物資�調達（依頼） 

３）食料・物資�受払い・在庫管理 

◎ 

 

（２）行動要領 

   １）救援食料・物資�配布管理 

①配布�、公平性�確保に最大限配慮する。 

②迅速かつ公平を期す為に、原則として（避難者）生活組ごとまとめて配布する。 

        ・配布対象人員�、「様式-１１ 避難世帯調査票」 に基づき行う。 

        ・配布�、基本、校舎内１Ｆワーキング室にて行う。 

③特別な配布をする場合�、避難所運営本部�承認を得てから行うこととし、ミルク・ 

衛生用品、おむつなど特別な要望について�個別に対処する。 

④災害時要援護者など、特別なニーズ�ある方に�、個別に対処することに努める。 

     ⑤「（体育館横道路側）受水槽」、「（屋上）高架水槽」に蓄えられている水道水�利用 

       について�、避難所運営本部�決定に基づき配布を行う。 

     ⑥食料・物資を配給した場合�、以下受払い表にて記録・管理する。 

「様式-１５ 避難所物資受払表」 

     ⑦物資や食料など�配布�、災害救助法に基づき行う�で、災害救助法による救助 

      �程度、方法及び期間を確認しておく。 

     ⑧洗顔、洗髪など�生活用水�利用について、医療・衛生班が主に担当する。 

     ⑨原則として、避難所内で�調理�行わない。ただし、やむを得ない場合�、防疫上 

      �観点から、衛生状態に十分注意する。 

      設備・備品など�使用について�、避難所運営本部�了解を得て行うも�とする。 

 

   ２）不足食料／物資�調達（依頼） 

     ①避難所で不足している食料や、特別なニーズがある物資について、以下�物資依 

頼表にて、行政担当者を通して、市災害対策本部に要請する。 

「様式-１４ 避難所物資依頼表」 

     ②食料・物資�要請にあたって�、必要な物を的確に把握し、余剰物資が発生しない 

ように注意をする。 

 

   ３）食料・物資�受払い・在庫管理 

①要請した食料・物資が入荷されたら、「様式-１４：物資依頼表」に受領サインをして 

       食料・物資を受取り、物資保管室へ一時保管する。 

 ・物資保管室�、各階（１～３Ｆ）�配膳室、及び１Ｆ�６年２組室をあてる。 

②入荷された物資について、「様式-１５：避難所物資受払表」 に記入する。 

③保管場所に�鍵をかけて、食料・物資班班長が保管する。 

 

３．運営期の活動要領 ： 「食料・物資班」 
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（１）役割・機能 

運営班名 主な役割・機能 生活班 

�参画 

救護・衛生班 １）負傷者/体調不良者(体・心）�支援 

２）災害時要援護者�支援 

３）避難所内�衛生管理 

 （トイレ/ゴミ/掃除/洗濯/風呂等） 

４）ペット�管理 

◎ 

 

（２）行動要領 

１）負傷者/体調不良者(体・心）�支援 

    ①プライバシーに配慮しながら、「様式-１１ 避難世帯調査票」、及び避難所内�見廻り 

      や生活班班長を通して、負傷者・体調不良者を把握する。 

    ②避難所内に、医師や看護士等�有資格者がいる場合�、協力を要請するとともに、 

    保健室を利用し、救護活動を行う。 

    ③避難所生活�長期化に伴う運動量�減少により、全身�機能が低下する廃用性症 

候群やトイレ�未整備による水分�摂取を控えたことによっておこる、脱水症状に 

注意する。 

  ④保健室に�相談窓口を設置し、特に女性が気軽に相談出来るように、窓口に女性を 

    配置する。 

  ⑤医師や看護士等がいない場合に�、市災害対策本部へ防災無線等により医療機関 

    へ�搬送・収容を依頼し、本部�指示に従う。 

  ⑥避難者�精神的なケアが必要な場合�、市と協力して相談窓口を設置する。 

    相談場所として、校舎内１Ｆ相談室を使用する。 

  ⑦備蓄医薬品�種類と数量を把握し、管理する。 

 

 ２）災害時要援護者�支援 

   ①災害時要援護者�、支援を要する内容が一人ひとり異なる。それぞれ�状況やニ－ズ 

を把握するために、避難受付時�ヒアリング結果や「様式-１１ 避難世帯調査表」に基 

づき、避難所における要援護者名簿を作成する。 

なお自治会／自主防災組織が作成する「災害時要援護者個別計画表（助け合いカー 

ド）」を関係部門及び・要援護者本人�合意を得た上で活用する。 

   ②高齢者・障害者・乳幼児など�災害時要援護者用�窓口を設置し、災害時要援護者か 

ら�相談対応、確実な情報伝達と支援物資�提供等を実施する。 

     窓口に�、女性や乳幼児�ニーズを把握するため、女性も配置する。 

   ③災害時要援護者に対して、環境�よい場所へ受入れるようできるだけ�配慮を行い、 

併せて避難者�協力を得ることとする。 

   ④介護を必要とする災害時要援護者について、避難所内�「要援護者避難スペース（１Ｆ 

教室）」に、間仕切板�設置によるプラバシー�確保、マット、畳、簡易ベッド、車椅子 

等、必要な措置を可能な限り講じる事とし、必要な資機材�提供を浦安市災害対策本 

部へ依頼する。 

   ⑤避難者�障害�程度や体力、病状など�状況を判断し、避難所で�生活が困難な方 

３．運営期の活動要領 ： 「救護・衛生班」 
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について�、福祉避難場所又�社会福祉施設など、適切な施設へ移動させるように調 

整する。 

   ⑥災害時要援護者をケアするために介護職員、手話通訳者等�専門�職員�派遣を浦 

安市災害対策本部に要請する。 

     また、必要に応じて、ボランティア�支援を求める。 

 

３）女性へ�配慮について  

    避難所�運営状況や避難者規模等により、スペース割り当て等、対応可能な対策�異 

    なってくるが、以下に関して可能な限り�配慮を行う。 

    ①女性相談窓口�設置 

       避難所における女性�不安や悩み等�相談を受け付ける担当や窓口を設置 

    ②施設利用で�配慮 

       ・居住スペース等における配慮：「間仕切り」を導入し、最低限�遮蔽に配慮 

       ・乳幼児、妊産婦�為�部屋を提供（３Ｆ音楽室を予定） 

       ・女性専用�更衣室を確保（２Ｆ多目的室、体育館内更衣室�予定） 

       ・トイレに関する配慮：全体�何割かを女性専用トイレとして設定し、パトロール実施 

       ・洗濯物等に関する配慮：女性専用�物干し場所�確保 

    ③女性専用�物資配布体制 

       ・衣類や生理用品、薬など女性が必要とする物資で、これら�物資を女性�担当か 

        ら配布できるような体制をとる。 

 

 ４）避難所内�衛生管理（トイレ/ゴミ/掃除/洗濯/風呂等） 

    ①ごみに関する対応 

・施設管理者と協議�上、ごみ集積所を指定し、張り紙などにより避難者へ周知徹底 

を図る。   

・居住スペースにおける衛生管理、ごみ処理�避難者�責任において実施するも� 

として、避難者各自が可燃・不燃ごみなどに分別し、所定�場所へ整然と置くよう 

する。 

（避難者）生活班毎にごみ袋を用意し、避難者が交替してごみ集積場に運ぶ。 

・ごみ集積場�、屋外�、直射日光が当たらない場所を選ぶ。 

      ・簡易トイレで使用したゴミ�、場所を指定し、衛生状態に注意し、ゴミ処理を行う。 

      ・避難所内や空き地で�大量�ゴミ�焼却�、原則禁止する。 

      ・在宅被災者�ごみ�、通常�ごみ集積所にて処理する事を原則として、避難所へ 

       �持込�禁止する。 

②手洗い関する対応 

・衛生確保�ため、手洗いを励行する。手洗い所に�、消毒液を配置する。 

・消毒液�定期的に取り替える。 

・消毒液・トイレットペーパーを定期的に物資班へ依頼することなどにより確保する。 

③食器に対する対応 

・衛生確保�観点から、食器�できるだけ使い捨てとする。 

・食器を再利用するとき�、各避難者�責任において行う。 

    ④風呂に対する対応 

・仮設風呂が利用できる時�、利用計画を作成する。 

⑤洗濯に対する対応 

・生活用水が確保できるようになったら、洗濯場や洗濯物干し場を確保する。 
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    ⑥生活用水�確保 

・飲料水�安定的な供給ができるようになったら、トイレ、手洗い、洗顔、洗髪、洗濯

など�生活用水�確保に努める。 

・生活用水�確保に際して�、食料・物資班、施設管理班と協議する。 

      ・生活用水�保管や利用方法を検討する。 

    

 ５）ペット�管理 

   ①避難所で�ペット�扱い�、以下として運用する。 

     ・ペット飼育�為�専用スペースを屋外に確保し、ケージや専用ケースに入って 

いるペット�み受け入れる。 

     ・ペット�居住スペースへ�持込�、身体障害者補助犬を除き禁止する。 

     ・ペット�給餌、排泄物�処理等�飼育管理�、飼育者�責任で行う。 

     

「資料-０３ 避難所ペット飼育ルール・マナー」 
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（１）機能・役割 

運営班名 主な役割・機能 生活班 

�参画 

屋外管理班 １）屋外避難者（テント／車）�支援 

２）仮設トイレ�管理 

３）駐車スペースや屋外作業場所�管理 

◎ 

 

（２）行動要領 

  １）屋外避難者（テント／車）�支援 

    ①やむ終えない事情により、テント、車で避難生活している屋外避難者�安全・安心を 

      確保すべく活動する。 

    ②食料や必要物資�配給�、屋内避難者と同等・公平に行う。 

 

  ２）仮設トイレ�管理 

    ①初動期に防災備蓄倉庫より取り出して設置した、仮設トイレ�管理を行う。 

    ②上記仮設トイレだけで�まかない切れない場合�、市災害対策本部へ増設を要請 

      する。 

       ・仮設トイレ�、概ね８０人に１基�割合で確保する。（千葉県避難所運営ガイド） 

    ③トイレ�使用について�、注意事項を仮設トイレ内、施設内�トイレにそれぞれ貼りだ 

      し、避難者へ�周知徹底を図る。 

       ・上下水道が使えない場合�、屋内トイレ�使用禁止措置となる。 

       ・洗浄水�、避難所内�水が不足場合、避難者�協力を得て、河川より取水 

しバケツ保管する。 

    ④トイレットペーパーが不足しないように管理し、適宜「食料・物資班」を通して、市 

      災害対策本部に補充依頼する。 

       ・トイレットペーパー�、仮設トイレ１基当たり（８０名使用前提）、１日１１個必要 

（千葉県避難所運営ガイド） 

⑤トイレ�防疫、衛生、清掃対策について 

・施設内・仮設トイレ�消毒、殺菌などについて、市災害対策本部、及び保健所と 

 連絡調整して対応する。 

       ・トイレ�清掃、手洗い消毒液�交換など�衛生管理�、避難者生活班毎に当番 

を割り振り、毎日行う。 

  ・トイレ�清掃時に�、放送などで伝える。 

       ・仮設トイレ�くみ取り�、状況を見て早めに災害対策本部へ要請する。   

⑥避難所に視覚障害者がいる場合�、少なくとも一基�仮設トイレ�壁や塀沿いに設 

置し、障害者へ周知する。 

 

  ３）駐車スペースや屋外作業場所�管理 

     ①緊急車両や運営スペースが、勝手な駐車等で使用不能ならないように管理する。 

     ②駐車場�、身体障害者等�災害時要援護者を除いて、原則として避難者�駐車を 

      禁止とする。 利用可能者に�、駐車許可証を発行する。 

     ②近隣�住民等に迷惑が掛からないように、避難所周辺�交通整理を行う。 

３．運営期の活動要領 ： 「屋外管理班」 
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（１）機能・役割 

運営班名 主な役割・機能 生活班 

�参画 

ボランティア班 １）ボランティア�受け入れ管理 

２）ボランティア�活動管理 

○ 

 

（２）行動要領 

  １）ボランティア�受け入れ管理 

 ①避難所運営状況を判断し、市災害対策本部にボランティア派遣を要請する。 

     要請にあたって�、ボランティア�活動内容、必要な人員数などをまとめて連絡する。 

    ②避難所へ直接来て申し入れがあったボランティアに対しても、市災害対策本部を通し 

     て登録、参加する事を依頼する。 

    ③避難所にボランティアを受け入れする場合�、受入日毎に以下にて記録・管理する。 

「様式-１６ 避難所ボランティア受付表」 

 

  ２）ボランティア�活動管理 

    ①ボランティア�分担する仕事�、原則として以下にあげるような避難生活に関する仕 

事�支援とし、的確にボランティア�配備を行うこととする。 

  ・災害・安否・生活情報�収集、伝達へ�協力 

  ・老人介護、看護活動�補助 

  ・清掃及び防疫活動へ�応援 

  ・災害応急対策物資、資財�輸送及び配分活動へ�協力 

  ・避難所周辺�交通整理 

  ・そ�他危険を伴わない軽易な作業へ�協力 

  ・手話・筆話・外国語など�情報伝達へ�支援協力 

    ②仕事�内容ごとに、リーダーを互選により定めてもらい、仕事が終了したとき�、リーダ 

ーがボランティア班�担当者に連絡する。 

    ③ボランティア�作業がなくなった場合�、市災害対策本部に連絡して、他�避難所に 

移動してもらう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．運営期の活動要領 ： 「ボランティア班」 
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第Ⅳ章 平常時�活動 

 

１．平常時�活動�意義と目的 

 （１）大規模災害�発生時に、舞浜小学校避難所を迅速に立ち上げるため�組織的基盤と 

   なる運営委員会を構築する。 

また、こ�運営委員会を中心として、避難所開設から運営に関する各種訓練、及びそ� 

他�準備活動を平常時から進める。 

 （２）運営委員会で�平常時から�活動を通して、舞浜地区３自治会／自主防災組織を中心 

   とした、人と組織と�つながりを強め、地区�防災活動を強化する。 

また合わせて、浦安市関係部署・舞浜小学校・舞浜幼稚園・保護者会・社会福祉協議会 

等と�日常的な関係強化を図る。 

 

２．運営委員会�組織 

 （１）平常時�防災活動を推進するため運営委員会を組織する。また運営委員会�大規模 

   災害が発生し、避難所を開設する時に�そ�初動期避難所運営本部�組織母体となる。 

 （２）運営委員会�構成 

   運営委員会�構成�「舞浜小学校避難所運営委員会規約」に定める。 

 （３）委員長、副委員長�選任 

   ①委員長�３自治会�代表者�互選により決定し、他�２自治会�代表�副委員長と 

     なる。なお委員長�３自治会�輪番制とする。 

   ②委員長、副委員長�任期�１年とする。１年任期で�役員交代による委員会活動� 

     機能低下が起きない様、委員長、副委員長�委員として次�１年間も委員として活動 

に参加する。 

 （４）自治会／自主防災組織�各自治会から６名程度�委員を推薦する。また年度で�交代 

時に�必ず前年�委員を複数名含めて推薦し、活動レベル�維持を図る。 

 

３．運営委員会�任務 

 （１）運営委員会�平常時�活動 

   ①委員会�定期開催と年間活動計画に基づく活動。 

   ②避難所開設・運営マニュアル�検証と見直し。 

   ③避難所備蓄品、機材�管理と備蓄内容�適切な補充と見直し。 

   ④各種避難訓練（避難誘導・避難所開設・救護・資機材取扱い等）�定期的実施。 

   ⑤浦安市、舞浜小学校そ�他関係者と�情報交換と連絡協議�実施。 

   ⑥そ�他、避難所運営及び防災に関連する活動 

 （２）運営委員会�大規模災害時�活動 

   ①運営委員会委員�大規模災害が発生した時に�避難所に優先的に駆けつけ、避難所 

     �安全確認と開設に向けて�準備を関係者と協業し速やかに進める。また「初動期避 

難所運営本部」�母体となる。 

   ②運営委員が避難所に駆けつけられない場合もあるため、代理者を予め決定する。 

 （３）運営委員会�運営について 

   ①委員会内に必要により「総務班」「避難訓練班」「情報・広報班」等�班を編成する。 

   ②委員会活動に必要な経費をまかなうため会計を置く。必要な収入�３自治会／自主防 

災組織から�補助金を充てる。 

「資料-０９ 平常時�避難所運営委員会規約」 
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【舞浜小学校 避難所開設チェックリスト】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

確認項目 確認内容・対応 確認 

日時 

確

認 

「初動期避難所運営 

本部」の立ち上げ 

◇施設管理者、浦安市直行職員、各自治会/自主防災組織初動 

期メンバーが参集し、「初動期避難所運営本部」を立ち上げる。 

◇「初動期対応活動班」を編成し、避難所開設活動を開始する。 

   ①本部班  ②施設点検・管理班  ③避難者受付・誘導班 

   ④備蓄品管理班  ⑤仮設トイレ設置班  ⑥救護班 

◇「様式-０７ 初動期避難所運営本部体制図」を作成、掲示する。 

(     ) 

 

(     ) 

 

 

(     ) 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

避難所施設の点検 ◇「様式-０３ 避難所安全点検チェックリスト」により、建物・設備の 

安全確認を行う。 

 避難者に�、安全が確認される迄、建物外部で待機してもらう。 

   ①建物（校舎・体育館）、グランド周辺の全体確認 

   ②ライフラインの確認（電気・水道・ガス等） 

   ③校舎・体育館内各部屋の確認 

◇点検の結果、使用出来ない部屋・設備�、立入り禁止/使用禁 

止の措置をとる。（張り紙等で明示） 

◇トイレ/水道の使用禁止、トイレ自動洗滌装置の停止措置をとる。 

◇通信インフラが使えるか確認する。 

   電話、ＦＡＸ，インターネット、防災無線、構内放送設備 

(     ) 

 

 

 

 

 

(     ) 

 

(     ) 

 

(     ) 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

施設利用スペース 

の確保 

◇事前のレイアウト計画「様式-０２ 避難所使用スペース」「資料- 

０１避難所レイアウト」に基づき、避難所開設時（初動期）に使用 

する部屋を確保し、使途を記した張り紙を貼る。 

   ①避難者受付・避難場所(体育館) ②救護所(１Ｆ６年１組教室) 

   ③女子更衣室兼授乳室 ④避難所運営本部（１Ｆ理科室） 他 

(     ) □ 

仮説トイレの設置 ◇備蓄倉庫内にある「簡易トイレ」を組み立て、グランド側体育館 

横のスペースに設置する。 

(     ) □ 

備蓄品の確認 ◇舞浜小学校内備蓄倉庫の備蓄品を、「様式-０６ 備蓄品管理 

簿」に基づき、品目・数量を確認する。 

(     ) □ 

避難受付・名簿作成 ◇体育館入り口で、避難者を受け入れて、「様式-０４ 一時避難者 

受付簿」に記入してもらう。 

◇避難者の中に、要介護者や負傷者がいないか充分確認する。 

(     ) 

 

(     ) 

□ 

 

□ 

避難場所（居室）へ 

 の誘導 

◇避難受付終了後、体育館内の所定エリアに避難者を誘導する。 

◇体育館が満杯になった場合、「資料-０１避難所レイアウト」にて 

予め決められている避難居室に誘導する。 

◇誘導後も、避難者に体調不良や負傷悪化がないか確認する。 

   「様式-０４ 一時避難者受付簿」にて要援護者、負傷者確認 

(     ) 

(     ) 

 

(     ) 

□ 

□ 

 

□ 

備蓄食料・備品 

の提供 

◇避難者の状況により、備蓄品の支給が必要と判断された場合、 

備蓄倉庫から備蓄品を支給する。 

尚、支給に際して�、その支給方法に充分配慮して、避難者に 

不平・不満が発生しない様に注意して行う。 

◇備蓄品を払い出し、もしく�受け入れた場合�、「様式-０６ 備 

蓄品管理簿」に記録し、残数を管理する。 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

市災害対策本部へ 

の報告 

◇避難所開設直後、及び開設後４時間毎を原則として、「様式０５ 

 初動期避難所状況報告書」を浦安市災害対策本部へＦＡＸ等の 

可能な手段で報告する。また、その写しを舞浜地区３自治会/ 

自主防災組織の災害対策本部に送付する。 

◇急激な状況変化や緊急の要請事項が発生した場合�、上記に 

関わらず、浦安市災害対策本部へ報告する。 

(     ) 

 

 

 

(     ) 

□ 

 

 

 

□ 

＊「初動期避難所運営本部」の本部長、副本部長�、本チェックリストに基づき、避難所の開設状況と避難者の 

状況に問題が発生していないかチェック、記録する。 

様式－０１ 
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【舞浜小学校 避難所使用スペース】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

分 類 使 途  場所・ 部屋名  

  １F ２Ｆ ３Ｆ 備考 

住民避難 ◆一時避難スペース 体育館体育館体育館体育館       

・生活用 二次避難スペース 

(本格的な 

避難生活場所) 

体育館 
（一時避難後も 

 継続利用） 

３年１～3 教室 

１年１～４教室 

４年３～４教室 

図工室 

5 年１～3 教室 

2 年１～4 教室 

4 年１～2 教室 

 

 

 福祉避難スペース 舞浜幼稚園   災害時運用判断 

避難所 ◆避難受付所 体育館入口体育館入口体育館入口体育館入口       

運営用 ◆運営本部(兼事務室） 理科室理科室理科室理科室       

 ◆広報場所 昇降口昇降口昇降口昇降口    

体育館入口体育館入口体育館入口体育館入口    

   

 会議場所 会議室、もしく� 

６年１組教室 

   

 運営スタッフ仮眠所   多目的室２  

救護 

活動用 

◆救護所 保健室保健室保健室保健室    

６年１組教室 

   

（保健室満杯時） 

 物資等の保管場所 ６年２組教室 

配膳室 

 

配膳室 

 

配膳室 

施錠管理が必要 

 物資等の配布場所 ワーキング室    

 相談所 相談室   個人メンタル相談等 

避難 ◆更衣室(兼授乳場所) 体育館更衣室体育館更衣室体育館更衣室体育館更衣室    多目的室１多目的室１多目的室１多目的室１      

生活用 育児室   音楽室  

 休憩所   コンピュータ室 談話室ユーズ 

 調理場   家庭科室 炊出し�屋外 

 遊技場   ワーキング室  

屋外 ◆仮設トイレ 体育館横体育館横体育館横体育館横       

 ペット置き場 グランド校舎寄り   テント設置要 

 ゴミ集積場 未定（要調査）    

 喫煙場所 未定（要調査）    

 物資等の荷下し場 玄関口 

昇降口 

   

 炊事・炊出し場 未定（要調査）    

 仮設入浴場 グランド校舎寄り    

 洗濯場 未定（要調査）    

 物干し場 屋上（？）    

 駐輪・駐車場 グランド奥側？   使用可否協議 

予備 多目的使用 ６年３～４組教室   足不自由者居室等 

使用不可 小学校運営用 

 

校長/職員室 

事務室等 

   

①◆の付いたスペース�、予め決めておき、初動期の避難所開設時から設置する。 

   ②その他のスペース�、予め仮決めしておくものの、避難所運営が開始する際に状況を見て決定する。 

   ③小学校児童・幼稚園児が登校中�、校舎２F/３F を、その避難・待機場所として優先使用する。 

様式－０２ 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【舞浜小学校 避難所安全点検チェックシート】 

 
＜実施要領＞ 

①災害発生後、避難所を開設する場合�、本チェックシートに基づき、建物・設備の安全点検を行う。 

□ がある欄がチェック対象 

  ②安全点検�、分かる範囲で目視にて行い、以下判定基準で各確認項目判定を行う。 

     ○ ： 異常�無く使用可 

     △ ： 軽微な被害・散乱物等があるが、片付け等で使用可 

     × ： 被害甚大で使用不可   

  ③安全点検�、先ず体育館を優先して行い、問題が無ければ一時避難場所として避難者を受け入れる。 

  ④安全点検�、舞浜小学校施設管理者/市直行職員/自治会初動期メンバーで実施するが、休日等でやむ 

おえない場合�、自治会/自主防災組織初動期メンバー単独で行う。 

 

１.体育館の点検（点検日時：       ） 

確認・チェック内容・判定 備考  

外観の 

破損/傾
き 

柱・壁・床 

亀裂/歪
み/破損 

屋根・窓・
照明 

落下/破損 

沈下 

地割
れ 

液
状
化 

通用門/

入口の通
行可否 

その他 総合 

判定 

最優先に実施 

外部 □ □ □ □ □ □ 外壁配管の

損傷：□ 

□  

内部  □ □    水漏れ：□   

 
２．外廻りの点検（点検日時：       ） 

確認・チェック内容・判定 備考  

外観の 

破損/

傾き 

柱や壁の 

亀裂/歪
み/破損 

屋根の 

落下/

破損 

沈下 

地割
れ 

液状
化 

通用門/

入口の通
行可否 

その他 総合 

判定 

 

通用
門廻 

   □ □ □  □ 生徒門 / 教職員
門/グランド川側 

校舎 □ □  □ □  体育館渡り廊

下破損：□ 

□  

校庭    □ □  外柵廻りの損

壊：□ 

□  

 

３.インフラ設備の点検（点検日時：       ） 

  確認・ チェック内

容・ 

判定   備考 

 供給

の 

有/無 

配電盤の破損 

（    ） 

受水糟の 

破損 

(体育館横) 

高架水槽の

破損 

(校舎屋上) 

使用不可時

の 

元栓閉確認 

使用 

可否 

 

電気 

(設備) 

ＯＫ/ 

ＮＯ 
□   □ 可/ 

否 

 

ガス 

(設備) 

ＯＫ/ 

ＮＯ 
   □ 可/ 

否 

 

水道 

(設備) 

ＯＫ/ 

ＮＯ 
 □ □ □ 可/ 

否 

 

プロパン

(設備) 

ＯＫ/ 

ＮＯ 
   □ 可/ 

否 

水泳プール設備

で使用 
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４.内部居室等の点検（点検日時：       ） 

相
談
室 WC

会
議
室

階段

放送放送放送放送
室室室室

校長校長校長校長
室室室室

理科
室

体育館

階

１１４
教室

１１１
教室

段

112
教室

１１３
教室

ﾜｰｷﾝｸﾞ

ロロロロ
ッッッッ
カカカカ
ーーーー

職
員
玄
関

WCWC会議室
WC配膳

室

職員室職員室職員室職員室

印刷印刷印刷印刷
室室室室

事務事務事務事務
室室室室

教材教材教材教材
室室室室

倉庫倉庫倉庫倉庫
保健室昇降口

湯沸湯沸湯沸湯沸
室室室室

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

食料保管
室

避難所運営本
部

救護室

避難者
相談室要援護者

多目的使用

救護室
多目的使用

避難受付
一時避難居室

住民避難スペー

特定目的活用ス

使用禁止スペー

 
名 称 用途 使用可否 

(損害) 

照明の 

利用可否 

空調の 

利用可否 

ガス漏れ 

薬品漏れ 

管破損 

漏水 

注 記 

１１１ 教室 避難会議 □ □ □    

１１２ 教室 物資保管 □ □ □    

１１３ 教室 避難予備 □ □ □    

１１４ 教室 避難予備 □ □ □    

理科室・準備室 運営本部 □ □ □ □ □  

ワーキング室 物資配布 □ □     

保健室 救護室 □ □ □ □ □  

職員室・校長室 使用不可 □ □ □    

放送室 使用不可 □ □ □    

会議室（東） 会議使用 □ □ □    

印刷室 使用不可 □ □ □    

事務室 使用不可 □ □ □    

配膳室 物資保管 □ □ □    

湯沸室 使用不可 □ □ □ □ □  

相談室 使用不可 □ □ □    

会議室（西） 会議使用 □ □ □    

階段（東） － □ □    通行の可否：□ 

階段（西） － □ □    通行の可否：□ 

トイレ（東） － □ □   □ 排水の可否：□ 

トイレ（西） － □ □   □ 排水の可否：□ 

昇降口・廊下 － □ □     

（注）①判定基準 

○：異常無く使用可   △：軽微な被害・散乱物等があるが利用可  ×：被害甚大で使用不可  

②使用可否(損害）の項は、天井・壁・窓・床の破損、及び棚等の倒壊・散乱状況を目視にて 

確認し、使用可否判断をする。 
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２０８
教室

209
教室

教材教材教材教材
室室室室

段
２１０
教室

コン
ピュー
ター室

多目
的室
１

２０４
教室

２０３
教室

配膳室図書室図書室図書室図書室WCWC
図工図工図工図工
準備準備準備準備
室室室室

２０２
教室

２０６
教室

階段

階

倉庫倉庫倉庫倉庫

WC

２０１
教室

WC図工室

２０５
教室

２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ

避難者居室

　
避
難
者
居
室

食料保管
室

女子
更衣室

住民避難スペー

特定目的活用ス

使用禁止スペー

 

名 称 用途 使 用 可

否 

(損害) 

照明の 

利用可否 

空調の 

利用可

否 

ガス漏れ 

薬品漏

れ 

管破損 

漏水 

注 記 

２０８ 教室 避難居室 □ □ □    

２０９ 教室 避難居室 □ □ □    

２１０ 教室 避難居室 □ □ □    

コンピュータ室 談話室 □ □ □    

多目的室１ 女子更衣 □ □ □    

２０１ 教室 避難居室 □ □ □    

２０２ 教室 避難居室 □ □ □    

２０３ 教室 避難居室 □ □ □    

２０４ 教室 避難居室 □ □ □    

２０５ 教室 避難居室 □ □ □    

２０６ 教室 避難居室 □ □ □    

図書室 使用不可 □ □ □ □   

配膳室 物資保管 □ □ □    

図工準備室 使用不可 □ □ □  □  

図工室 避難居室 □ □ □  □  

階段（東） － □ □ □    

階段（西） － □ □    通行の可否：□ 

トイレ（東） － □ □   □ 通行の可否：□ 

トイレ（西） － □ □   □ 排水の可否：□ 

廊下（全般） － □ □    排水の可否：□ 

（注）①判定基準 

○：異常�無く利用可  △：軽微な被害・散乱物等があるが利用可  ×：被害甚大で使用不可  

②使用可否(損害)の項は、天井・壁・窓・床の破損、及び棚等の倒壊・散乱状況を目視にて 

確認し、使用可否判断をする。 
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家庭家庭家庭家庭
科科科科
準備準備準備準備
室室室室

倉庫倉庫倉庫倉庫

ワー
キン
グ

階

段
段

３０６
教室

３０５
教室

３０４
教室

３０３
教室

３０２
教室

３０１
教室

階

WCWC家庭科室

教材教材教材教材
室室室室

音楽音楽音楽音楽
準備準備準備準備
室室室室

配膳室音楽室WCWC

３０８
教室

３０９
教室

３１０
教室

３１１
教室

3Ｆ3Ｆ3Ｆ3Ｆ

避難者居室

　

避
難
者
居
室

食料保管
室

遊戯室

住民避難スペー

特定目的活用ス

使用禁止スペー

育児室 調理室

 

名 称 用途 使 用

可否 

(損害) 

照明の 

利用可否 

空調の 

利用可否 

ガス漏れ 

薬品漏れ 

管破損 

漏水 

注 記 

３０８ 教室 避難居室 □ □ □    

３０９ 教室 避難居室 □ □ □    

３１０ 教室 避難居室 □ □ □    

３１１ 教室 特定使用 □ □ □    

ワーキングルーム 避難居室 □ □ □    

３０１ 教室 避難居室 □ □ □    

３０２ 教室 避難居室 □ □ □    

３０３ 教室 避難居室 □ □ □    

３０４ 教室 避難居室 □ □ □    

３０５ 教室 避難居室 □ □ □    

３０６ 教室 避難居室 □ □ □    

音楽準備室 使用不可 □ □ □    

音楽室 避難居室 □ □ □    

配膳室 物資保管 □ □ □    

家庭科準備室 使用不可 □ □ □ □ □  

家庭科室 特定使用 □ □ □ □ □  

階段（東） － □ □    通行の可否：□ 

階段（西） － □ □    通行の可否：□ 

トイレ（東） － □ □   □ 排水の可否：□ 

トイレ（西） － □ □   □ 排水の可否：□ 

廊下（全般） － □ □     

（注）①判定基準 

○：異常�無く利用可  △：軽微な被害・散乱物等があるが利用可  ×：被害甚大で使用不可  

②使用可否（損害）の項は、天井・壁・窓・床の破損、及び棚等の倒壊・散乱状況を目視にて 

確認し、使用可否判断をする。 
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【舞浜小学校 避難所 一時避難者受付簿】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

避難 氏名 生年 性 住所 電話番号 退去 注記 

日時 （フリガナ）  別   日時  

７/２３ 

12：15 

舞浜 健太郎 

 

Ｔ Ｓ Ｈ 

２５年１２月 

男 

女 

浦安市○○□丁目 

    △△－△△ 

090-1234 

-5678 

7/24 

03:30 

介護支援要請（車いす使用） 

/ 

： 

 

 

Ｔ Ｓ Ｈ 

年  月 

男 

女 

  / 

： 

 

/ 

： 

 

 

Ｔ Ｓ Ｈ 

年  月 

男 

女 

  / 

： 

 

/ 

： 

 

 

Ｔ Ｓ Ｈ 

年  月 

男 

女 

  / 

： 

 

/ 

： 

 

 

Ｔ Ｓ Ｈ 

年  月 

男 

女 

  / 

： 

 

/ 

： 

 Ｔ Ｓ Ｈ 

年  月 

男 

女 

  / 

： 

 

/ 

： 

 

 

Ｔ Ｓ Ｈ 

年  月 

男 

女 

  / 

： 

 

（注）①避難者を体育館入り口で受け入れ、「一時避難者受付簿」の記入してもらう。 

②上記右肩の整理区分毎（避難地区）に作成する。 

③帰宅困難者で、生徒・児童等の団体の場合は、その引率責任者のみの記入で可。但し注記欄に団体名・人数を記入する。 

   ④負傷手当や要介護支援があれば、「注記」に記入してもらう。 

 

様式－０４ 
□ローズタウン自治会 □市内他地区自治会 

□パークシティ自治会 □帰宅困難者  

□３丁目自治会    □ 

区
分 
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【舞浜小学校 避難所状況報告書】 

                                              災害対策本部 ：  FAX（                    ） TEL （                     ） ＜２０１４年１月１日版＞ 

 

 開設日時 
 

     月     日     時     分 
 

 避難種別 
 

   勧告  ・  指示  ・  自主避難 
 初動期 

終了 
 

         月       日        時       分 
第１報 （避難所開設後直ぐに） 第  報 （４時間毎） 第  報 （4時間毎） 

      送信者名        送信者名 
                        送信者名 

                      
災害対策本部受信者名  災害対策本部受信者名 

                  災害対策本部受信者名 
                  

報告日時          月         日          時          分 報告日時             月            日          時         分 報告日時               月         日          時          分 

受信手段    FAX ・ 電 話 ・ 伝 令 ・ その他（        ） 受信手段     FAX ・ 電 話 ・ 伝 令 ・ その他（            ） 受信手段   FAX ・ 電 話 ・ 伝 令・ その他（              ） 

受信先番号  受信先番号  受信先番号  
    避難人数     約                            人          避難人数   約                                     人     避難人数    約                                     人 

    避難世帯     約                           世帯     避難世帯   約                                   世帯     避難世帯    約                                   世帯 

建物安全確認     未実施 ・ 安全 ・ 要注意 ・ 危険  建物安全確認       未実施 ・ 安全 ・ 要注意 ・ 危険  建物安全確認        未実施 ・ 安全 ・ 要注意 ・ 危険 

  人命救助   不要  ・  必要（ 約       人 ） ・  不明     人命救助     不要  ・  必要（ 約       人 ） ・  不明      人命救助    不要  ・  必要（ 約       人 ） ・  不明   

    延焼   なし ・ 延焼中（約     件）・ 大火の危険      延焼    なし ・ 延焼中（約     件）・ 大火の危険      延焼      なし ・ 延焼中（約     件）・ 大火の危険   

  土砂崩れ        未発見 ・  あり  ・ 警戒中    土砂崩れ           未発見 ・  あり  ・ 警戒中    土砂崩れ         未発見 ・  あり  ・ 警戒中   

ライフライン    断水 ・ 停電 ・ ガス停止 ・ 電話不通  ライフライン   断水  ・  停電  ・  ガス停止  ・  電話不通   ライフライン   断水  ・  停電  ・  ガス停止  ・  電話不通 

  道路状況   通行可 ・ 渋滞 ・ 片側通行 ・ 通行不可    道路状況    通行可 ・ 渋滞 ・ 片側通行 ・ 通行不可    道路状況       通行可 ・ 渋滞 ・ 片側通行 ・ 通行不可 

 

周

辺 

状

況 

  建物倒壊 ほとんどなし・ あり（約         件）・不明 

 

 

周 

辺 

状 

況 

   建物倒壊 ほとんどなし・ あり（約         件） ・ 不明  

 

 

周 

辺 

状 

況 

   建物倒壊   ほとんどなし・ あり（約         件） ・ 不明 

※ 第１報において�、わかるものだけでよい。  避難者数増減見込み    増加   ・   減少   ・    変化なし  避難者数増減見込み      増加   ・   減少   ・    変化なし 

緊急を要する事項 （具体的に箇条書き） 

 

 

 

 

 

緊急を要する事項 （具体的に箇条書き） 

 

 

緊急を要する事項 （具体的に箇条書き） 

 

 

参集した行政担当者  参集した行政担当者  参集した行政担当者  
参集した施設管理者  参集した施設管理者  参集した施設管理者  

様式－０５ ＜送付先＞ 

・浦安市災害対策本部 

・舞浜地区３防災対策本部 
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【舞浜小学校 避難所備蓄倉庫管理簿】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

 当初  受払い 日    

備蓄品名 備蓄 / / / / / 注記 

 数量 受払/残 受払/残 受払/残 受払/残 受払/残  

例：備蓄品○○ 1,000 -200/800 -500/300 ＋300/600 / / 受入�＋ 

払出�- 

サバイバルフーズ  / / / / /  

浄水機  / / / / /  

炊飯器  / / / / /  

炭の缶詰  / / / / /  

水槽  / / / / /  

簡易食器（紙コップ）  / / / / /  

簡易食器（紙ボール）  / / / / /  

簡易食器（スプーン）  / / / / /  

炊飯袋  / / / / /  

担架  / / / / /  

救急箱  / / / / /  

毛布  / / / / /  

マット  / / / / /  

サバイバルブランケット  / / / / /  

非常用トイレベンクック  / / / / /  

簡易トイレ(ﾏﾝﾎｰﾙ型)  / / / / /  

生理用品（1 袋 26 入）  / / / / /  

ハンドマイク  / / / / /  

発電機（１５００W)  / / / / /  

投光器（本体）  / / / / /  

投光器（三脚）  / / / / /  

投光器（コードリール）  / / / / /  

コードリール  / / / / /  

強力ライト  / / / / /  

テント（2 間×4 間）  / / / / /  

防水シート  / / / / /  

リヤカー（アルミ）  / / / / /  

寝袋  / / / / /  

事務用品        

マッチ        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

（注） 

  ①避難所開設時に防災倉庫に備蓄している品名・数量を確認する。 

  ②払出し、もしく�受入れがあった場合、受払日を記入し、その受払い数量（-：払出し、+受入れ）、及び 

    残数量を記録する。 

様式－０６ 
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              ＜２０１４年１月１日版＞ 
 
 

【舞浜小学校 初動期避難所運営本部 名簿】 
 

                                                                年       月       日  現在 
 

〈運営管理責任者〉 

本部長  

副本部長   

  行政担当者 

(市直行職員)   

  施設管理者 

(舞浜小学校)   

 
 
〈避難所運営班〉 （班長：◎ 副班長：○ 印を記入する） 

 氏      名 所属 氏       名 所属 

    

    

 

本部班 

    

    

    

 

施設点検・ 

管理班     

    

    

 

避難者受付

・誘導班     

    

    

 

備蓄品 

管理班     

    

    

 

仮設トイレ 

設置班     

    

    

 

 

救護班 

    

様式－０７ 
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               ＜２０１４年１月１日版＞ 
 

舞浜小学校  避難所運営本部名簿 
 

                                                               年       月       日  現在 
〈運営本部責任者〉 

本部長  

副本部長   

  行政担当者 

  

  施設管理者 

  

 
〈避難所運営班〉 （各班長１名に◎印、副班長１名に○印を記入する） 

 氏      名 (避難者)所属 

生活班名 

氏       名 (避難者)所属 

生活 

    

    

 

総務班 

    

    

    

 

情報・ 

広報班     

    

    

 

施設管理 

班     

    

    

    

    

 

食料 

物資班 

    

    

    

    

 

医療・ 

衛生班 

    

    

    

屋外管理 

班 

    

    

    

ボランティア 

班 

    

    

 

 
    

様式－１０ 
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 【避難世帯調査票（避難世帯・帰宅困難者）】 

 

＜２０１４年１月１日版＞ 

避難所名  

① 
世帯代表者 

氏名 

 
住  所 

 

入所年月日 年   月   日 電  話 
自宅     

携帯 

（ふりがな） 

氏  名 

性

別 

年

齢 

続

柄 
勤務先名 

（就学先名） 

病気・アレルギー等、留意点を

ご記入ください。 

援

護 

      要

否 

      要

否 

      要

否 

      要

否 

      要

否 

 

 

 

 

家 

 

 

 

族 

      要

否 

避難所居住の要否 要  ・  否 

食料・物資の供給希望 有 （ 食料・物資 ）・  無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

緊急連絡先 

（親族など） 

 

 

住所 

 

氏名 

 

電話 

③ 
防災機関以外からの問い合わせがあった場合、住所・氏名 

を公表してもよいですか よい ・ よくない 

退出年月日 年  月  日 

 

④ 

(転出先） 自宅・その他 

住所 

 

氏名 

 

電話 

（備考） 

※ 記載された内容について�、防災関係機関で必要な場合に限り使用することを承諾します。 

                      

                    記入者                 

様式－１１ 
整理区分 
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 Ｎｏ．         

 【舞浜小学校 避難所ペット登録台帳】 

   ＜２０１４年１月１日版＞         

No. 飼育者 登録日 退所日 種類 性別 体格 毛色 ペット名 

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 氏名： 

住所： 

電話： 

 

   オス 

 

メス 

   

 

 

 

様式－１２ 
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【舞浜小学校 避難所運営日報】 

＜２０１４年１月１日版＞          

送信者名  災害対策本部受信者名  

報告日時 月    日    時    分 避難所FAX・℡  

世 帯 数 現 在 数（A） 前日数（B） 差引（A－B） 

 避難者                （     ※ ） 世帯       （     ※ ）世帯          （     ※ ）世帯 

 被災者                 （     ※ ）  世帯       （     ※ ）世帯           （     ※ ）世帯 

内 

 

訳 合    計                （     ※ ） 世帯       （     ※ ）世帯           （     ※ ）世帯 

人数 現 在 数（A） 前日数（B） 差引（A－B） 

 避難者               （     ※ ）人      （     ※ ）人            （     ※ ） 人 

 被災者               （     ※ ）人      （     ※ ）人            （     ※ ） 人 

内 

 

訳 合    計               （     ※ ）人      （     ※ ）人            （     ※ ） 人 

 （避難者）生活班     編成済み ・ 未編成   土砂崩れ   未発見   ・   あり   ・   警戒中 

 避難所運営本部     設置済み ・ 未編成   ライフライン  断水 ・ 停電 ・ガス停止 ・ 電話不通 

下水道停止 

運 

営 

状

況     運営班     編成済み ・ 未編成    

地 

域

状

況  道路状況   通行可・渋滞・片側通行・通行不可   

避難所運営本部長名 

連絡先   （℡、FAX） 

                                                                            

                     対応状況      今後の要求、展開 

総務班 

 

  

情報・広報班 

 

  

施設管理班 

 

  

食料・物資班 

 

  

医療・衛生班 

 

  

屋外管理班 

 

  

 

連 

  

 

絡 

 

事 

   

項 

ボランティア班 

 

  

対処すべき、予見される事項（水・食料・物資の過不足/風邪などの発生状況/生活環境/避難者の雰囲気 など） 

 

 

 

①避難者：自宅が破壊されて住めなくなり、避難所で生活している人々 

②被災者：自宅に住むこと�できるが、ライフラインの破壊などの理由で生活できず、避難所の施設を 

      利用、及び物資などの配給を受けている人々 

     ③世帯数・人数項の ※ （  ）に�屋外避難者を記入する。 ④一日最低一回�本部に報告する。 

様式－１３ 
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【舞浜小学校 避難所物資依頼表】 
＜２０１４年１月１日版＞ 

発信日時                  月   日    時   分 発注先業者名 

FAX（TEL） 
避難所名    浦安市立舞浜小学校 

伝票№         伝票枚数 

避難所住所   〒２７９－００３１ 

           千葉県浦安市舞浜２丁目１－１ 

受付日時 

         月         日  （     ） 

  AM・PM         時         分 依頼責任者                     FAX：０４７‐３８０‐４３１４ 

（役職名）                       TEL：０４７‐３５３‐０１１１ 市災害対策本部：受信者名 

FAX・TEL 

 商品 

コード 

品  名 サイズ 

など 

数量 単位 

(ヶ・箱･ｹｰｽ) 

備考 個口 

１        

２        

３        

４        

５        

６        

７        

８        

９        

１０        

１１        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

１２     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

   

＜注記＞ 

 

 

個口合計 

  ＊食料・物資班�、避難所運営本部長の承認を得て、市災害対策本部へ依頼する。 

・一行につき一品、サイズごとに記入し、数量�キリのいい数で注文する。 
・性別など�「サイズなど」の欄に記入して下さい。 
・ＦＡＸが使えない場合�、コピーをとり控えを残す。 

  ＊食料・物資班�、受領時に下記を記入の上、「様式-１５ 避難所物資受払表」に記入する。 
 

出荷日時        月         日（       ）ＡＭ・ＰＭ         時       分         

配達者名                          FAX（TEL）                  

 

③ 

到着日時      月         日（       ）ＡＭ・ＰＭ         時       分 

 

受領者 

サイン 

 

様式－１４ 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【舞浜小学校 避難所物資受払い表】 
                                                                              Ｎｏ．    

大分類 

中分類 

 

品名 

小分類 

 

名称 

 

 

商品コード 

 

年 月 日 受入先 払出先 受 払 残 記入者 備考 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

受   入 払   出 残    高  

      月      日現在における 

              数量の合計 
   

 

 

様式－１５ 
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【舞浜小学校 避難所 ボランティア受付票】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

 受 付 日 年    月     日                                  Ｎｏ．     

 

№ 氏  名 ・ 住  所 ・ 電  話 性別 職業 過去のボランティア経験の有無とその内容 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

 

（活動内容） 

 

 

氏名      

住所      

電話      

男 

 

女 

 有 

 

無 

 

（活動内容） 

＜ボランティア活動時の注意事項＞ 

   ＊食事や宿泊場所�提供できないことを伝える。 

    ＊ボランティア保険に加入の上、活動に参加していただく。 

   ＊活動に必要な持ち物�、各自持参していただく。 

      例：帽子、ジャンパー、靴、軍手、防塵マスク、雨具、タオル、救急用品、テイシュ、等

様式－１６ 
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【舞浜小学校 避難所 退去者記録簿】 

 

＜２０１４年１月１日版＞ 

移  動  先 受付日 退去 

時間 

世帯主名 家族名 人数 食料・物資 

受給確認 種別 移動先 住所 電話番号 

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ 
 

：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

/ ：    ・食料 
・物資 
・なし 

・親戚  ・知人 
・他避難所 
・その他 

   

 

 

様式－１７ 
□ローズタウン自治会 □市内他地区自治会 

□パークシティ自治会 □その他 

□３丁目自治会 

整
理
区
分 
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【舞浜小学校 避難所 外出・外泊受付簿】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

受付日 外出 

時間 

帰着予定 

時間 

帰着 

時間 

外出・外泊目的 避難居室 氏名 備考 

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

/ ： ： ： ・通勤・通学・通院・その他     

 

 

様式－１８ 
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【舞浜小学校 避難所 外来者受付簿】 

＜２０１４年１月１日版＞ 

受付

日 

来所時

間 

退所時間 外来目的 

（面会者名） 

外来者名 人数 住所 備考 

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

/ ： ：      

 

様式－１９ 
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 Ｎｏ．        

 【舞浜小学校 避難所 ペット個別登録票】 
＜２０１４年１月１日版＞  

氏名  電話番号  

住所  

（退所後連絡先）： 

 

□犬 
整理番号  受入日  退所日  

  ・飼い主持込   ・保護    ・傷病    ・その他 

呼び名  鑑札番号  注射済票番号  

種類  性別     オス   メス    避妊・去勢済 

体格  大  中  小  ( 体

重：     ） 

毛色  年齢  

予防注射歴  首輪   有（色：         ）  無 

病歴  

 

性格・特徴 

 

 

 

(マイクロチップ番号：                  )  
□猫 

整理番号  受入日  退所日  

  ・飼い主持込   ・保護    ・傷病    ・その他 

呼び名  鑑札番号  注射済票番号  

種類  性別     オス   メス    避妊・去勢済 

体格  大  中  小  ( 体

重：     ） 

毛色  年齢  

予防注射歴  首輪   有（色：         ）  無 

病歴  

 

性格・特徴 

 

 

 

(マイクロチップ番号：                  )  
□その他動物 

整理番号  受入日  退所日  

  ・飼い主持込   ・保護    ・傷病    ・その他 

呼び名  鑑札番号  注射済票番号  

種類  性別     オス   メス    避妊・去勢済 

体格  大  中  小  ( 体

重：     ） 

毛色  年齢  

病歴  

 

性格・特徴 

 

 

 

(マイクロチップ番号：                  ) 

様式－２０ 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【舞浜小学校 避難所生レイアウト計画】 
 

 

　
住民避難スペース 使用禁止スペース 特定目的活用スペース

職員室職員室職員室職員室

印刷印刷印刷印刷
室室室室

事務事務事務事務
室室室室

教材教材教材教材
室室室室

倉庫倉庫倉庫倉庫
保健室昇降口

２０６
教室

多目
的室
１

ﾜｰｷﾝｸﾞ

ロロロロ
ッッッッ
カカカカ
ーーーー

職
員
玄
関

図書室図書室図書室図書室WCWC

308
教室

３０９
教室

310
教室

３１１
教室

２０８
教室

２０９
教室

教材教材教材教材
室室室室

段
２１０
教室

コン
ピュー
ター室

WCWC会議室

理科
室

体育館

階

１１４
教室

１１１
教室

段

１１２
教室

１１３
教室

図工室

２０５
教室

２０４
教室

２０３
教室

配膳室

２０２
教室

WC配膳
室

湯沸湯沸湯沸湯沸
室室室室

相
談
室 WC

会
議
室

階段

WC

WCWC

２０１
教室

WC

放送放送放送放送
室室室室

校長校長校長校長
室室室室

家庭科室

階段

教材教材教材教材
室室室室

階

音楽音楽音楽音楽
準備準備準備準備
室室室室

配膳室音楽室

倉庫倉庫倉庫倉庫

WC

段

３０６
教室

３０５
教室

３０４
教室

３０３
教室

３０２
教室

301
教室

階

WC

家庭家庭家庭家庭
科科科科

準備準備準備準備
室室室室

図工図工図工図工
準備準備準備準備
室室室室

倉庫倉庫倉庫倉庫

ワー
キン
グ

階

段

3Ｆ3Ｆ3Ｆ3Ｆ

２Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

避難者居室

避難者居室

　
避
難
者
居
室

　
避
難
者
居
室

食料保管
室

避難所運営本
部

救護室

避難者
相談室要援護者

多目的使用

食料保管
室

食料保管
室

救護室
多目的使用

女子
更衣室

遊戯室

避難受付
一時避難居室

育児室 調理室
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【舞浜小学校 避難所生活�ルール・マナー】 

 

◇避難所�、災害時における地域住民�生活�場となる避難施設です。 

◇避難者�。以下�ルール・マナーを守って、円滑な避難所運営に協力してください。 

◎生活班の 

編成 

・避難者の生活区単位（基本居室単位）に生活班を編成する。 

・生活班単位に班長、副班長を選任し、円滑な避難所運営に協力する。 

◎生活時間 

・生活時間は、避難所の状況や季節により、都度設定して運用する。  

標準  ６：００：起 床   ２２：００：消 灯 

・消灯後は静かにし、他の人の迷惑にならないようにする。 

生活空間 

・居住空間は基本的に屋内とし、室内を所帯単位で区切って使用する。 

・避難所内は土足厳禁とし、靴は各自の責任で保管する。 

・個人の持ち物は、自己責任管理し、スペースの有効利用に努める。 

・居住スペースは、一般の家と同様の扱いとし、プライバシーに配慮する。 

・居室内のテレビ等の視聴は生活時間内とし、イヤホンを使用する。 

食料/物資 

 の配布 

・原則として、全員に配給できる迄は配布しません。 

・但し足りない場合は、傷病者、子供、高齢者を優先して配布します。 

・避難者生活班単位で配布します。 

清掃 

・避難者全員で実施する。 

・ゴミは分別し、指定されたゴミ袋で、指定された場所に廃棄する。 

・トイレ清掃は、生活班単位での交替性とする。 

洗濯 

・洗濯は原則として世帯単位に行う。 

・洗濯機や物干場等、全員で使用する物については、各人の良識に基づいて 

使用し、長時間の占有を避ける等、他人の迷惑にならない様にする。 

外出/外泊 
・「様式-１８：外出・外泊受付簿」にて届け出る・ 

・早朝の外出、深夜の帰着は、他の人の迷惑にならないようにする。 

来訪者面会 

・面会者がある場合は、直接通知するか、館内放送で呼出しを行う。 

・原則として避難居室での面会は禁止とし、所定場所で面会する。 

・面会者には、【様式-１９：外来者受付簿】にて受付する。 

問合わせ 

・安否確認には、避難受付時に情報開示に同意された世帯のみ応じる。 

・電話での問合わせがあった場合は、取次ぎを行わず、相手方、連絡先を 

メモして、原則としてその旨を掲示板に掲示する。 

ペット飼育 

・ペットを連れての避難は可能ですが、校庭内収容施設での飼育とし、居室 

への持ち込みは「身体障害者補助犬」を除き禁止とする。 

・【資料-０６：ペット飼育ルール・マナー】に従い、自己責任で行う。 

トイレ利用 ・【資料-０７：仮設トイレ使用ルール・マナー】に従い利用する。 

駐車場使用 

・避難所内の駐車は禁止とします。避難や荷物持込後は自宅へ戻す。 

・但し、肢体不自由者等の要援護者で、車の避難駐車が必要な人には、駐車 

許可証を発行して許可する。 

・不法駐車で、避難所近隣の住民等に迷惑が掛からないようにする。 

飲酒/喫煙 
・居室等での飲酒/喫煙は禁止とし、指定された場所で行う。 

・後始末は、各自の責任で必ず行う。 

掲示板 
・各種伝言や、一時帰宅や避難解除などの重要な情報が掲示されますので、

毎日必ず確認する。 

避難所 

 の退去 

・避難所を退去する場合は、生活班班長に連絡するとともに、「様式-１７：

退去者記録簿」に所定事項を記入の上、退所する。 

 

資料－０２ 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

 

【舞浜小学校 避難所で�ペット飼育�ルール・マナー】 

 

避難所で�多く�人たちが共同生活を送ります。ペット�飼い主�皆さん�，次�ことを必ず 

守って避難所生活をおくって下さい。 

 

  １．避難（受け入れ）ルール 

   （１）他人に危害を加える恐れ�ある大型動物、危険動物等や特別な管理が必要な動物� 

      受け入れ出来ません。 

   （２）犬�、鑑札、及び狂犬病予防注射�注射済票を着けている必要があります。 

   （３）避難所受付（体育館）で、【様式-０４：一時避難者受付簿】�「ペット持参�有無」�項に 

所定事項を記入�上、校庭内�ペット収容施設（テント）に収容して下さい。 

   （４）収容施設で�、飼い主が用意した「ケージ」、「専用ケース」に必ず入れて、放し飼いにな 

らないようにして下さい。 

「繋ぎ留め」�、限られた空間�中で、事故発生�危険性がある為禁止とします。 

（５）多く�方が避難される居室に�、「身体障害者補助犬」以外�持ち込み出来ません。 

 

  ２．飼育ルール 

   （１）居住を伴う避難生活になり、避難所でペット飼育する場合�、「様式‐２０：避難所ペット 

個別登録票」に所定事項を記入して「避難所運営本部」へ提出して下さい。 

   （２）避難所におけるペット飼育�、全て飼い主�『自己責任』が原則となります。 

      以下�ルール・マナーを遵守・留意して飼育して下さい。 

       ①避難所運営本部�指示に�，必ず従ってください。 

       ②指定された収容施設（校庭内テント）で、「ケージ」、「専用ケース」に入れるか、しっ 

         かりつないで、放し飼いにならないようにして下さい。 

       ③飼育場所や施設�，飼い主�手によって常に清潔にし，必要に応じて消毒を行っ 

てください。 

       ④ペットへ�苦情，他�避難者等へ�危害防止に努めてください。 

       ⑤排泄�屋外でさせ，後始末をきちんと行ってください。 

       ⑥運動やブラッシング�、必ず屋外で行って下さい。 

         また、運動�際に�、必ずリードをつけ、ペットを放すこと�止めて下さい。 

       ⑦給餌�時間を決めて，そ�都度片付けてください。 

       ⑧ペットに�、名札・迷子札等を装着してください。 

       ⑨他�避難者と�間でトラブルが生じた場合�，速やかに避難所運営本部（救護・衛 

         生班）まで届け出てください。 

       ⑩避難所を退所する場合�、「様式‐１２：避難所ペット登録台帳」�退所日を記入して 

退所して下さい。 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

 

【舞浜小学校 避難所トイレ�使用ルール・マナー】 

 

 

（１）災害発生後、避難所�上下水道�使用可否が確認出来るまで�、校舎内トイレ�使用禁止 

とします。 

     体育館横�グランド側に設置する「仮設トイレ」を使用して下さい。 

 

  （２）受水槽、高架水槽にある水�飲料水として利用する為、水道状況が確認できるまで�，トイレ 

用水として�利用�停止します。（元栓を止めます） 

   

  （３）トイレ用水�、プール�水、もしく�河川より取水して使用して下さい。  

なお，使用にあたって�，トイレ�そばに大型�ポリバケツ等を用意し，バケツリレー等で貯め 

ておきます。 

取水・貯水�、避難者�当番性とし、「避難所運営本部 屋外管理班」�指示に基づき行っ 

て下さい。 

 

  （４）仮設トイレ�使用�、「避難所運営本部 屋外管理班」�指示に基づき、適正使用に協力し 

    てください。 

    避難所�トイレ�，一度汚れ始めると一気に使用できないほど汚れてしまいます。 

    使用者が使い終わった後に、簡単な清掃を行ってください。 

 

  （５）仮設トイレ�一部�「女性専用トイレ」とします。 

   

  （６）トイレ�定期清掃�、避難者�当番性で、下記時間帯に行うこととします。 

    そ�際�、構内放送で連絡します。 

      ・朝（８時）  ・昼（１３時）  夕方（１８時） 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

 

【舞浜小学校 避難所 災害時要援護者対応について】 

 

    ①災害時要援護者へ�対応 

       災害時に援護が必要と考えられる障がい者や高齢者など�要援護者対応�舞浜地区住 

民にとって重要な課題であり、舞浜小避難所としても必要な対策を講じる。 

また、要援護者�対象範囲�浦安市が認定する障がい者、要介護者等�「災害時要援護 

者」だけでなく、一人住まい�高齢者、妊婦、乳幼児等�支援を必要とする者も含めて検 

討する。 

なお要援護者へ�支援、対応について�支援すべき要援護者�優先度を検討し、それ 

ぞれ�実情に応じた体制�整備を推進していくこととする。 

（検討を進める視点＝支援�必要性、家族等�支援力、災害�状況等）    

    ②避難所施設 

       介護を必要とする高齢者・障がい者など�災害時要援護者について、避難所内に専用ス 

ペースを設け、間仕切り板�設置によるプライバシー�確保、簡易ベッド、障害者用仮設ト 

イレ、車椅子など�配置を行う。 

また、乳幼児対応として必要により、一般居住者と分離した居住区間を確保することも考慮 

する。 

    ③避難所における要援護者名簿�作成とニーズ�把握 

       災害時要援護者�、支援を要する内容が一人ひとり異なる。それぞれ�状況やニ－ズを 

把握するために、避難所における要援護者名簿を作成する。なお自治会／自主防災組織 

が作成する「災害時要援護者名簿（個別計画表）」を関係部門、及び要援護者本人�合意 

を得た上で活用することも検討する。 

                     また、避難所で対応できないニーズについて�、必要な支援を浦安市に報告し、対応を要 

請する 

                ④相談窓口�設置 

       災害時要援護者から�相談に対応する相談窓口を設置する。また、女性や乳幼児�ニ 

ーズを充分に把握するため、窓口担当に�女性も配置するように努める。 

    ⑤対応出来る人材・用具・医薬品等�確保 

       災害時要援護者�ニーズに対応するために手話が出来る者、外国語が堪能な者、ホー 

ムヘルパー、等ボランティア�協力を仰ぐ。 

      また、車いす等�補装具や日常生活用品、介護用品・機器、ポータブルトイレ等について 

も迅速に手配、確保し、必要性�高い避難者から優先的に支給、貸与する。 

    ⑥食料�提供 

       高齢者に�温かい食事・やわらかい食事等、乳幼児に�粉ミルクや離乳食等、それぞれ 

�状態に応じた食料�提供に配慮する。 

      特に、食事制限�必要な避難者や人工透析患者へ�十分な配慮が必要である。 

    ⑦社会福祉施設、福祉避難所等へ�移動 

       避難者�障がい�程度や体力、病状など�状況を判断し、避難所で�生活が困難な方 

について�、社会福祉施設、福祉避難所など、適切施設へ移動させるよう浦安市に働きか 

ける。 

    ⑧災害時要援護者�特徴と対応留意点 

      次ページ参照 
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＜災害時要援護者�特徴と対応＞ 
 

      ・「災害時要援護者」と�、必要な情報を迅速、かつ的確に把握し、災害から自らを守る為に、安全な場所に避難する等�災害時�一連� 

       行動をとる�に支援を要する人々と定義し、「高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、災害時負傷者」を対象とする。 

     

 

 分 類 特 徴 情報�伝達 

   配慮 

１ 高齢者 ・食事や物資�配布、日頃�生活上�情報提供 

・文書や看板�大きな文字で記載する 

 

  

☆ひとり暮らし�高齢者 

体力�衰え、行動機能�低下・・・自力で行動できる 

杖・手摺�利用 

☆ねたきり�高齢者 

手足�関節や筋肉�衰え・・・自力で行動困難 

☆認知症�高齢者 

・・・見当識障がい、妄想、徘徊など�症状    

・体力�衰え、行動機能�低下を考慮 

・相談窓口等でニーズを把握 

・居住スペースへ�配慮が必要 

・日常生活上、トイレに近いところへ�配慮 

２ 視覚障がい者 ・放送に合わせ、重要な情報�掲示・配付用チラシ等で情報 

伝達 

  

☆光を感じない全盲 

眼鏡等�使用で文字が識別できる弱視 

見える範囲が狭い視野狭窄 

特定色�識別が困難な色覚異常 

☆生活環境�変化で日常的な単独行動が困難 

☆掲示物（色分けされた情報）など情報提供ができない 

・適切な支援者を割り当て本人に白い杖�保持、周囲に認知 

されるよう配慮 

・補助犬を伴う避難者に�周囲�方々�理解を求める 

３ 聴覚・言語 

障がい者 

・定期的な音声による案内 

・配布資料�読み上げる等支援する 

  

☆聴覚障害に�全く聞こえない。補聴器使用者。 

☆自分�状態を音声言語で伝えることが困難。 

声が出ても聞こえない・・・状況が理解されにくい 

☆サイレンや避難情報で状況を理解できない 

・コミュニケーション手段に配慮 

４ 肢体不自由者  

  

☆車いすやウォーカー等�補助具が必要・・・自力で移動困難 

☆脊髄や頸椎等による体幹機能障害 

・・・発汗、体温調節、排尿、排便等自律神経�障害を伴う場合 

がある 

 

・日常生活上、トイレに近いところへ�配慮 
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５ 内部障がい者  

 

  

☆心臓�障害 

・・・心筋梗塞、狭心症、弁膜症や不整脈等�疾患 

☆腎臓�障害 

・・・体内�水分や塩分�調整、老廃物�排泄、血圧等�調整が困難 

・・・食事療法や身体活動�制限 

・・・人工透析が必要な方 

☆呼吸器�障害・・・呼吸困難で活動制限・酸素療法 

☆膀胱や直腸�障害・・・人工膀胱・人工肛門 

☆小腸�障害・・・静脈注射などによる栄養補充が必要 

☆免疫機能�障害・・・医療的ケアが必要 

・医療機関と�連携を密にし、個々�状況を考慮し、適切な 

 移送を行う。 

・個々に必要な補装具�調達（緊急物資�移送） 

６ 知的障がい者 ・抽象的な表現を用いると理解が困難となる 

 しばらくお待ち下さい⇒12 時までお待ち下さい 

  

☆危機的状況を瞬時に認識して危険回避�ため�行動をとることが困難 

急激な環境変化へ�対応が苦手・・・パニックに陥って固まってしまう 

☆急激な環境変化へ�対応が苦手 

・・・パニックに陥って固まってしまう 

☆言語�発達�遅れを伴う場合 

・コミュニケーションに配慮 

・避難�仕方等緊急時�対応を日常的に訓練しておく必要 

７ 発達障がい者  

 

  

☆自閉症・・・突発的な状況�変化を読み取れない 

☆落ち着かなくなりパニックを起こす場合がある 

☆言葉だけで�災害�怖さや避難�必要性など理解できない場合がある 

☆声をかけても反応しない場合・・・言葉で�コミュニケーション困難 

☆声をかけても反応しない場合・・・言葉で�コミュニケーション困難 

☆感覚が敏感なため集団�中に入れない場合 

☆感覚�鈍さがあり出血しても平気でいたり訴えたりしない場合 

☆一見、障害があるように�見えない人が多くいる 

 

８ 精神障がい者  

  

☆災害発生時に�精神的な動揺が激しくなり場合 

・・・必要な訴えや相談ができなくなる場合 ・孤立しないよう家族や知人と行動を共にする 

・継続的な服薬や医療的なケアが必要 

９ 難病患者等  

  

☆疾病により状態がさまざま 

・ALS 等  ・在宅酸素療法者  ・在宅中心静脈栄養治療者（点滴）  

・クローン病  ・膠原病  ・パーキンソン病 

・特殊な薬剤や継続的な服薬、医療的なケアが必要 

・人工呼吸器、吸引器、人工透析器、在宅酸素、栄養管理 

 ・・・生命維持�ため�緊急的な医療援助を必要とする人が 

いる 

・共に生活する避難者に情報提供することで、支援体制、と 

理解を得る必要 

１０ 乳幼児 ☆食事、排泄、就寝、衣服�着脱 ・保護者を通じて避難所で�注意点（さわがない）を指導 
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・危険な場所に近づかないよう指導 

  

 免疫力が弱く、体力もない 

・・・風邪、感染症にかかりやすい 

・・・脱水症状を起こしやすい 

・基本的な生活習慣が確率する時期 

・早期�手当てと室内環境を整えることが大切 

・避難誘導等支援が必要 

１１ 妊産婦  

  

☆妊娠時期による母体�変化 

・体調変化を気配りする必要 

・精神的にも身体的にも負担が掛りやすい時期 

１２ 日本語�理解 

が十分でない 

外国人 

・適切な状況把握が困難で、緊急時へ�連絡、情報伝達方法 

 を明確にする必要がある。 

  

☆災害情報・避難情報�伝達困難な場合 

☆文化や習慣�違い�ため避難所生活が困難な場合 

・・・宗教等による服装や食事、入浴等�習慣�違い 

☆災害時に孤立してしまう場合 

☆必要な情報が伝われば避難所に自力で行くことができる 

・・・積極的な災害活動を行う潜在能力がある 

 

・多様な言語を活用した避難マニュアル�作成。災害ショック 

や環境変化によるストレスに配慮すべきである。 

１３ 災害時負傷者  

  

☆災害発生時に個人情報を把握すること�困難 

☆重傷者が多数発生した場合救急対応に限界が生じる 

☆他�災害時要援護者と同様�各種支援が必要になる 

 

１４ 災害孤児  

  

☆災害により保護者を亡くした子供 

☆幼児�場合一人で避難所生活を送ること�困難 

☆不安等から精神的に不安定になり、心�ケアが必要 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【舞浜小学校 避難所 女性へ�配慮について】 

 

    ①女性へ�配慮�必要性 

       避難所�不特定多数�避難者が一時的に共同生活を送る場所であるが、いかに緊急的 

な避難時と�いえ、生活上�安心、安全�確保されるべきである。 

特に、女性へ�暴力や性犯罪�防止�観点から、様々な配慮を検討しておくことが必要で 

ある。 

 また、避難所で�様々な要望を幅広く把握することが運営上必要であるが、女性や高齢 

者、要援護者�困りごとなどをなかなか口に出せない場合がある。避難所運営に当たり、 

女性が管理責任者や班�リーダー・サブリーダーとして参画することとし、女性や要援護者 

�声を反映しやすいようにする。 

    ②避難所施設�利用上における女性へ�配慮 

      ・居住スペース等における配慮 

        家族単位で固まって、一定�スペースを割り当てる方法が基本であるが、他人�目に 

つかない場所�おきたい衣類や生理用品もあることから、間仕切りを導入するなど�配 

慮をする。 

        また、男性�同居者がいない女性�み�家族について�別室を設けて、同様�家族� 

みを収容することも考える。 

      ・更衣室等に関する配慮 

        着替え等�ために他人�目につかない場所を更衣室として確保出来るよう検討する。 

        更衣室を設定した場合に�、避難所内に周知徹底するとともに、カーテン�設置や利 

        用時間�設定など必要な事項を利用者間で検討する。 

      ・トイレに関する配慮 

        仮設トイレに関して�、全体�何割かを女性専用�トイレとして設定する。 

        また、設置場所についても夜間に暗くなく安心して使用できるよう配慮する。 

      ・そ�他�日常生活に関する配慮 

        避難所生活で洗濯が必要になった場合、女性�衣類�洗濯、物干し場所として男性� 

        目につかない場所�確保を検討する。 

        避難所生活が長期化し、風呂やシャワーが設置された場合、安心して利用できる環境 

        を確保する。 

        また、女性�居住スペース、更衣室、女性トイレ等�施設について�、利用者が安心し 

        て利用できるようパトロールや監視を行うこととする。 

    ③避難所運営上�女性へ�配慮 

      ・避難所運営へ�参画 

        避難所運営�ために�避難者�要望を把握するため、また女性や高齢者等�ニーズ 

        をきめ細かく拾い上げ、必要な支援に結び付けるためにも、女性�管理責任者として� 

        参画が必要である。 

        また、避難所生活�日常�活動を円滑に進める為�生活班で�班長、副班長�どちら 

        か�女性が担うよう配慮する。 

      ・女性相談窓口�設置 

        避難所における女性�不満や悩み等�、相談相手が男性である場合�相談しづらいと 

        考えるため、こうした女性特有�相談を受け付ける担当や窓口を設置する。 

        そして担当�女性を充てることとする。 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【舞浜小学校 避難所 防災倉庫備蓄品一覧表】 

 

舞浜小学校防災備蓄倉庫�（平成 24 年度作成）備蓄量�以下�とおり。 

 

品名 数量 品名 数量 

サバイバルフーズ 6,480 簡易トイレ（マンホール型） 1 

浄水機 1 生理用品（1 袋 26 入） 80 

炊飯器 1 ハンドマイク 5 

炭�缶詰 60 発電機（１５００W) 1 

水槽 1 投光器（本体） 2 

簡易食器（紙コップ） 2,020 投光器（三脚） 2 

簡易食器（紙ボール） 1,250 投光器（コードリール） 2 

簡易食器（スプーン） 2,000 コードリール 2 

炊飯袋 2,000 強力ライト 10 

担架 5 テント（2 間×4 間） 2 

救急箱 9 防水シート 75 

毛布 150 リヤカー（アルミ） 1 

マット 150 寝袋 3 

サバイバルブランケット 30 事務用品 1 

非常用トイレベンクック（洋式） 5 マッチ 1 

 

 ＜参考資料＞ 

◇浦安市の備蓄倉庫および倉庫に備蓄の緊急物資の取扱いについての方針 

     浦安市は災害時救援物資支援対策として、市内各所に備蓄倉庫を持ち、分散 

備蓄する方式を採用し、備蓄量は各所原則均等割りに配備し、災害発生時、 

避難所が求める必要とする物資の供給備蓄倉庫から配送するとしている。 
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＜２０１４年１月１日版＞ 

【 舞浜小学校 「避難所運営本部」規約 】 

１.目的・名称 

自主的で円滑な避難所運営が行われることを目的として、舞浜小学校避難所運営本部 

（以下「運営本部」という。）を設置する。 
 

２.設立 

  避難所開設・避難者受入れの初動期対応(一時避難対応)後、引き続き生活を伴う避難 

所運営を継続する必要があると認められた場合、「避難所運営本部」を立ち上げる。 

 

３.代表者の選任 

  「運営本部」の代表者（本部長１名、副本部長２名）を、「初動期避難所運営本部」� 

本部長/副本部長、が継続して就任する事を基本とする。 

   但し、止む終えない事由により、本部長/副本部長を継続することが困難な場合�、避難者�中 

から適任者を選出する。 

  また、舞浜小学校校長、もしくは教頭を副本部長に選任する。 

４.構成メンバー 

   ①避難所運営本部長／副本部長 

   ②施設管理者（舞浜小学校教頭、教務主任、校長が指名した教職員） 

③舞浜幼稚園園長、及び園長が指名した幼稚園教職員 

   ④行政担当者（浦安市役所担当職員） 

   ⑤運営班班長（６運営班�代表者） 

   ⑥避難者生活班代表（生活班班長�中から選任された代表者） 

 

＊「運営本部」で承認された、自治会等の役員や継続的に活動するボランティア団体 

のリーダーは、運営本部会議に出席し意見を述べることができる。 

 

５.廃止 

「運営本部」は、電気、水道などライフラインの復旧時を目処とする避難所閉鎖をもっ 

て廃止する。 

 

６.任務 

   ①「運営本部」�、避難所の運営に必要な事項を協議・決定する。 

  ②｢運営本部｣は、設立時は毎日、午前９時、及び午後６時に定例会議を行うことを基本 

とし、以後は避難所状況を判断して開催頻度を決める。 

  ③｢運営本部｣は、具体的な業務を執行する為に、「総務班」、「施設管理班」、「食料 

班・物資班」、「救護班・衛生班」、「屋外管理班」「ボランティア班」、及び必要 

となる班を設置し、その活動を統括管理する。 

  ④各運営班の任務・行動要領は、「避難所開設・運営マニュアル第Ⅱ章－３」の行動要 

   領の項に定めた内容とする。 

  ⑤避難所の避難居住区毎に、避難者による「生活班」を編成する。 

 

７．付則 

①本規約にないことで緊急を要する場合は、「運営本部」で協議して決める。 

②本規約の改定は、平常時「避難所運営委員会」の決議により改定する。 

  ③本規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

資料－０８ 



 - 12 - 

    

＜２０１４年１月１日版＞ 

 

【舞浜小学校 避難所運営委員会規約】 

 

(名称) 

第１条 こ�会�、舞浜小学校避難所運営委員会と称する。（以下「委員会」という。） 

 

(目的) 

第２条 大規模災害�発生に備え、舞浜小学校避難所を迅速に立ち上げるために組織体制を構築 

     し、災害時を想定した日常的な訓練活動を実施すること。 

また平常時から�活動を通じて、舞浜３自治会／自主防災組織を中心とした人的関係を強 

め、また浦安市、学校、社会福祉協議会他と�関係強化を図る。 

 

(構成) 

第３条 委員会�構成員�、次�各組織を代表する者、及びそ�推薦を受けた委員によって構成す 

る。なお３自治会長、舞浜小学校長、舞浜幼稚園長がアドヴァイザーとして参画することと 

する。 

  （１）舞浜３丁目自治会／自主防災組織 

  （２）パークシティ舞浜自治会／自主防災組織 

  （３）舞浜ローズタウン自治会／自主防災組織 

  （４）舞浜小学校・舞浜幼稚園 

  （５）浦安市�行政担当者 

  （６）そ�他委員会が必要と認めた者 

 

(役員) 

第４条 本会に、事業を円滑に推進するため下記�役員を置く。 

  （１）委員長１名と副委員長２名をおく。なお災害発生時�緊急時対応に備え、副委員長代理を３ 

名置く。 

  （２）委員長、副委員長�３自治会�代表�互選で決定する。なお委員長�輪番制とする。 

  （３）事業年度�４月から翌年３月末までとし、役員�任期�１年間とする。 

 

(平常時における委員会活動) 

第５条 委員会�活動�、避難所�迅速な開設と円滑な運営�ため、平常時から次�事項につい 

て、協議・決定し活動を進める。 

  （１）委員会�運営に関すること 

  （２）舞浜小学校�避難所開設、運営マニュアルに関すること 

  （３）避難所倉庫等�備蓄、機材に関すること 

  （４）各種訓練�実施に関すること 

  （５）浦安市、舞浜小学校他と�情報交換、協議に関すること 

  （６）そ�他、第２条�目的を達成するために必要な事項 

 

（大規模災害時�活動） 

第６条 

（１）委員長を始めとする委員�大規模災害が発生した時に�避難所に優先的に駆けつけ、避難 

資料－０９ 



 - 13 - 

 

 

所開設�準備を速やかに進め、「初動期避難所運営本部」�中心として活動する。 

  （２）委員長、副委員長が早期に駆けつけることが出来ないこともある為予め代理者を選任する。 

 

（マニュアル�改訂について） 

第７条 マニュアル（本文・様式・資料）�改定�、下記�手続きで行う。 

  （１）マニュアル�改定�、「運営委員会」�合議を持って行う。 

  （２）改定に際して�、舞浜小学校長、及び舞浜地区３自治会長�事前了解を得る。 

 

（運営について） 

第８条 委員会�運営�下記�内容で進める。 

  （１）年度初め（４月又�５月）�委員会で役員を選出する。また前年度�活動まとめと新年度�活 

動計画を決定する。 

  （２）委員長、副委員長を初めとする委員�任務分担を決める。又必要により活動班を編成する。 

 

(会計について) 

第９条 本会�運営に必要な会計�次�通りとする。 

  （１）会計年度�原則的に４月から翌年３月末とし、収入�舞浜３自治会／自主防災組織から�補

助金を充てる。 

  （２）会計業務�副会長�内、１名が担当する。 

  （３）会計監査�３自治会／自主防災組織�会計責任者が年１回行う。 

 

（規約改正） 

第１０条 本規約�改正�委員会が決定する。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


